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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

民
法
四
一
九
条
三
項
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、﹁
債
務
者
は
、
不
可
抗
力
を
も
っ
て
抗
弁
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
﹁
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
﹂
は
同
項
の
改
正

を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
今
後
も
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
を
理
由
と
す
る
免
責
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

も
っ
と
も
、
金
銭
債
務
の
み
に
つ
い
て
絶
対
的
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
り
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
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員
会
に
よ
る
﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂
は
、
四
一
九
条
三
項
の
削
除
を
提
案
し
て
い
た）

1
（

。
ま
た
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部

会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
で
も
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
る
免
責
を
認
め
る
と

の
案
も
示
さ
れ
て
お
り
、﹁
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
﹂
で
は
、﹁
民
法
第
四
一
九
条
第
三
項
を
削
除
す
る
も
の
と
す

る
﹂
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
（
第
一
〇
の
九
（
二
）））

2
（

。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
の
抗
弁
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
将
来
の
議
論
へ
の
出
発
点
を

確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
の
状
況
を
概
観
し
、
わ
が
国
の
議
論
を
こ

れ
と
比
較
し
て
お
き
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
参
照
す
る
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
一
九
条
三
項
は
﹁
比
較
法
的
に

も
異
例
﹂
だ
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
も
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
時
、
破
毀

院
商
事
部
二
〇
一
四
年
九
月
一
六
日
判
決）

3
（

が
﹁
不
履
行
と
な
っ
た
契
約
上
の
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
、
不
可
抗
力
の
事
象
を
援
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
当
該
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
の
一
般
的
判
示
を
行
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
の
抗

弁
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
が
起
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

議
論
と
対
比
し
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
状
況

１　

緒
論

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
な
か
で
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
関
す
る
特
則
を
定
め
る
の
は
、
二
〇
一
六
年
改
正
前）

4
（

は
一
一
五
三
条）

5
（

、
改
正
後
は
一

二
三
一－

六
条）

6
（

で
あ
る
が
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
を
も
っ
て
抗
弁
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
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二
九
四
〇

な
い
。
ま
た
、
旧
一
一
四
八
条）

7
（

は
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
免
責
事
由
に
つ
い
て
、
新
一
二
一
八
条）

8
（

お
よ
び
新
一
三
五
一
条）

9
（

は
不
可

抗
力
の
効
果
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
不
履
行
債
務
が
金
銭
債
務
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
区
別
を
設
け
て
い
な
い）
₁₀
（

。
さ
ら

に
、
一
九
世
紀
の
主
な
基
本
書
の
不
可
抗
力
に
関
す
る
記
述
を
み
て
も
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
否
定
す
る
も

の
は
み
ら
れ
な）
₁₁
（

い
）
₁₂
（

。
反
対
に
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
コ
ラ
ン
（A

m
broise C

O
L

IN

）
と
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
（H

enri 

C
A

P
IT

A
N

T

）
の
共
著
に
よ
る
基
本
書
に
は
、
旧
一
一
五
三
条
は
、
損
害
の
立
証
を
不
要
と
す
る
こ
と
を
除
け
ば
、
損
害
賠
償
の
要
件
に
関

す
る
一
般
法
の
例
外
を
定
め
て
お
ら
ず
、﹁
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
、
履
行
し
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
偶
発
事
な
い
し
不
可
抗
力
に

よ
る
こ
と
を
証
明
で
き
れ
ば
、
損
害
賠
償
を
命
じ
ら
れ
な
い
﹂
と
の
記
載
が
あ
る）
₁₃
（

。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
従
来
か
ら
、

金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
一
般
的
に
否
定
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
学
説
上
大
き
な
議
論
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
判
例
を
み
て
も
、
金
銭
債
務
の

不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
不
可
抗
力
の
要
件
（
予
見
不
能
性
、
抵
抗
不
能
性
、
外
部
性
））
₁₄
（

を
充
足
す
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
か
ら
か
、

金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

２　

二
〇
一
四
年
判
決
の
意
義

　

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
破
毀
院
商
事
部
二
〇
一
四
年
九
月
一
六
日
判
決
（
以
下
、﹁
二
〇
一
四
年
判
決
﹂
と
い
う
。）
は
、
金
銭
債
務
に
つ

い
て
不
可
抗
力
を
援
用
し
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
の
一
般
的
判
示
を
行
っ
た
。
破
毀
院
が
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力

の
抗
弁
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
般
的
判
示
を
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
同
判
決
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
、
二
〇
一
四
年
判
決
の
概
要
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
従
来
の
判
例
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
射
程
を
見
極
め
た
い
。
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⑴
　
二
〇
一
四
年
判
決
の
概
要

　

二
〇
一
四
年
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ａ
会
社
の
経
営
者
で
あ
る
Ｙ
は
、
Ａ
の
Ｘ
銀
行
に
対
す
る
借
入
金
債

務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
Ａ
が
裁
判
上
の
清
算
手
続
に
付
さ
れ
た
た
め
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
残
債
務
お
よ
び
利
息
の
支

払
い
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、
自
身
の
重
大
な
疾
病
に
よ
り
長
期
間
稼
働
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
不
可
抗
力
を
援
用
し
た
。

原
判
決
（
ニ
ー
ム
控
訴
院
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
判
決
）
は
、﹁
民
法
典
︹
旧
︺
一
一
四
八
条
は
、
不
可
抗
力
事
由
の
到
来
に
よ
っ
て
履

行
を
妨
げ
ら
れ
た
債
務
の
債
務
者
を
当
該
債
務
の
履
行
か
ら
免
れ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
当
該
契
約
上
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損

害
賠
償
の
支
払
い
か
ら
免
れ
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｙ
は
、
不
可
抗
力
が
契
約
上
の
債
務
の
履
行
の
障

害
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
そ
の
履
行
を
免
れ
る
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
し
た
。

　

破
毀
院
は
、﹁
履
行
さ
れ
て
い
な
い
契
約
上
の
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
、
不
可
抗
力
の
事
象
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
債
務
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
し
、
原
判
決
の
理
由
付
け
は
否
定
し
た
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
Ｙ
の
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

⑵
　
従
来
の
判
例

　

破
毀
院
が
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
多
く
は
な
い
が
、
こ
れ

が
争
点
と
な
っ
た
破
毀
院
判
決
が
こ
れ
ま
で
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
い
く

つ
か
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

⒜　

破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
七
二
年
四
月
一
九
日
判
決

　

破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
七
二
年
四
月
一
九
日
判
決）
₁₅
（

（
以
下
、﹁
一
九
七
二
年
判
決
﹂
と
い
う
。）
は
、
建
築
組
合
（société de 
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）
の
組
合
員
ら
が
、
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
建
物
部
分
か
ら
の
強
制
退
去
を
求
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
、
当
該
不
履
行
は
失
業
に
よ
る
も
の
で
あ
り
不
可
抗
力
に
該
当
す
る
と
主
張
し
て
こ
れ
を
争
っ
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

事
案
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
概
要
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
夫
婦
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
建
築
組
合
Ｘ
の
組
合
員
で
あ
り
、
そ
の
資
格

に
よ
り
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
占
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｙ
ら
は
、
一
九
六
六
年
七
月
以
降
、
持
分
に
か
か
る
払
込
み
の
請
求
（appel 

de fonds

）
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
の
総
会
は
、
一
九
六
八
年
四
月
五
日
、
Ｙ
ら
を
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
強
制
退
去
さ
せ
る
旨

の
決
定
を
し
た
。
Ｙ
ら
は
、
不
払
い
は
Y1
（
夫
）
の
失
業
に
よ
る
も
の
で
あ
り
不
可
抗
力
に
該
当
す
る
等
と
主
張
し
て
こ
れ
を
争
っ
た
が
、

原
判
決
（
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
〇
年
一
一
月
七
日
判
決
）
は
、
こ
の
主
張
を
容
れ
な
か
っ
た
。
Ｙ
が
破
毀
申
立
て
。

　

破
毀
院
は
、
原
判
決
は
﹁
Ｙ
ら
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
失
業
状
態
が
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
妨
げ
る
性
質
の
事
象
で
な
か
っ
た
か
を
審
理

し
な
か
っ
た
﹂
点
で
違
法
だ
と
判
示
し
、
原
判
決
を
破
毀
し
た
。

　

な
お
、
そ
の
後
、
移
送
を
受
け
た
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
は
、
一
九
七
三
年
一
〇
月
二
五
日
に
、
債
務
者
が
失
業
を
理
由
に
免
責
さ
れ
る
た

め
に
は
、
こ
の
事
象
が
そ
の
到
来
に
つ
い
て
も
継
続
に
つ
い
て
も
自
身
に
帰
責
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
債
務
者
の
債
務
の
履
行

を
完
全
に
不
能
に
し
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
契
約
締
結
時
に
予
見
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
Ｙ
ら
は
こ
の

よ
う
な
性
質
を
示
す
証
拠
を
提
出
し
な
い
等
と
判
示
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
め
た
第
一
審
判
決
を
支
持
し
た）
₁₆
（

。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
ら
は
再
度

破
毀
申
立
て
を
し
た
が
、
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
七
五
年
四
月
一
〇
日
判
決）
₁₇
（

は
こ
れ
を
棄
却
し
た
。

⒝　

破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
八
年
二
月
一
日
判
決

　

破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
八
年
二
月
一
日
判
決）
₁₈
（

（
以
下
、﹁
一
九
九
八
年
判
決
﹂
と
い
う
。）
は
、
疾
病
に
よ
り
専
門
学
校
の
講
座
を
受
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講
で
き
な
く
な
っ
た
学
生
が
、
不
可
抗
力
を
主
張
し
て
、
受
講
料
の
支
払
い
を
拒
ん
だ
と
い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

事
案
の
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
一
九
九
二
年
に
Ｘ
学
校
と
の
間
で
、
二
年
間
の
調
髪
の
職
業
適
性
証
書
（C

A
P

）
取
得
準

備
の
た
め
の
受
講
契
約
を
締
結
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｙ
は
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
、
予
定
さ
れ
て
い
た
講
座
を
受
講
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、

受
講
料
の
支
払
い
を
停
止
し
た
。
Ｘ
は
未
払
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
原
判
決（
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
五
年
一
二
月
一
四
日
判
決
）

は
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
の
疾
病
は
Ｘ
に
外
部
の
も
の
で
は
な
く
、
受
講
料
の
支
払
い
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
不
可

抗
力
を
構
成
し
な
い
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
し
た
。

　

破
毀
院
は
、
Ｘ
が
Ｙ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
講
座
を
受
講
で
き
な
く
な
っ
た
理
由
は
そ
の
疾
病
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
原
判
決
が
そ
の
疾

病
が
Ｘ
の
外
部
に
な
い
と
し
て
も
抵
抗
不
能
で
あ
っ
て
不
可
抗
力
の
事
象
を
構
成
す
る
と
し
た
こ
と
は
正
当
だ
と
し
て
、
Ｙ
の
破
毀
申
立
て

を
棄
却
し
た
。

⒞　

破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
一
〇
年
二
月
一
七
日
判
決

　

破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
一
〇
年
二
月
一
七
日
判
決）
₁₉
（

（
以
下
、﹁
二
〇
一
〇
年
判
決
﹂
と
い
う
。）
は
、
賃
貸
人
が
商
事
賃
貸
借
契
約
に
お

け
る
賃
料
債
務
の
履
行
遅
滞
を
理
由
に
解
除
条
項
を
援
用
し
て
賃
借
人
に
目
的
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
不
可
抗
力
を
主
張

し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

事
案
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
概
要
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
賃
貸
人
Ｘ
と
賃
借
人
Ｙ
と
の
間
の
商
事
賃
貸
借
契
約
に
は
賃
料
の
不
払
い
を

理
由
と
す
る
解
除
条
項
が
あ
り
、
Ｙ
は
賃
料
の
支
払
い
を
遅
滞
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
の
レ
フ
ェ
レ
裁
判
官
は
、
二
〇
〇
六

年
三
月
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
Ｙ
に
未
払
い
賃
料
の
支
払
い
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
商
法
典
Ｌ
．一
四
五－

四
一
条
に
基
づ
い

て
）
₂₀
（

解
除
条
項
の
効
果
を
停
止
し
た
。
そ
の
際
、
Ｙ
は
未
払
い
賃
料
を
一
八
回
に
分
け
て
毎
月
一
日
ま
で
に
支
払
う
こ
と
、
お
よ
び
、
一
度
で
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も
支
払
い
が
滞
っ
た
場
合
に
は
解
除
条
項
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｙ
が
二
〇
〇
七
年
九
月
分
の
支
払
い

を
遅
延
し
た
た
め
、
Ｘ
は
明
渡
命
令
（com

m
andem

ent de quitter les lieux

）
お
よ
び
強
制
退
去
準
備
調
書
（procès-verbal de 

tentative d’expulsion

）
を
得
た
。
Ｙ
が
支
払
い
を
遅
滞
し
た
理
由
は
、
前
月
二
五
日
に
な
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
振
込
み
が
、
銀
行
の
シ

ス
テ
ム
障
害
の
た
め
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
二
〇
〇
六
年
四
月
二
五
日
か
ら
二
〇
〇
七
年
八
月
二
五
日

ま
で
毎
月
二
五
日
に
振
込
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
七
年
八
月
二
五
日
に
実
施
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
振
込
み
が

銀
行
の
シ
ス
テ
ム
障
害
に
よ
っ
て
同
年
九
月
四
日
ま
で
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
原
判
決
（
パ
リ
控
訴
院
二
〇
〇
八
年
九
月
四
日
判
決
）
は
、

当
該
事
象
は
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
と
し
て
、
上
記
明
渡
命
令
お
よ
び
強
制
退
去
準
備
調
書
を
取
り
消
し
た
。
Ｘ
は
、
あ
る
事
象
が
不
可
抗

力
を
構
成
す
る
た
め
に
は
そ
れ
が
抵
抗
不
能
で
予
見
不
能
で
外
部
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
に
お
け
る
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
障

害
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
等
と
主
張
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
し
た
。

　

破
毀
院
は
、銀
行
の
シ
ス
テ
ム
障
害
が
Ｙ
が
期
限
ま
で
に
支
払
い
を
し
な
か
っ
た
こ
と
の
唯
一
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

①
Ｘ
は
遅
く
と
も
毎
月
一
日
に
は
Ｘ
の
口
座
に
着
金
す
る
よ
う
十
分
な
余
裕
を
も
っ
て
前
月
二
五
日
に
振
込
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
示
し
て

お
り
、
一
七
か
月
間
は
何
の
問
題
も
な
く
振
込
み
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
象
は
予
見
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
シ
ス
テ
ム

障
害
が
夏
季
休
業
期
間
中
か
つ
週
末
に
生
じ
た
た
め
に
支
払
期
限
内
に
他
の
手
段
に
よ
っ
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
当
該
事
象
は
Ｙ
に
と

っ
て
抵
抗
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
、③
シ
ス
テ
ム
障
害
は
Ｙ
の
外
部
の
銀
行
の
情
報
シ
ス
テ
ム
内
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
、

原
判
決
の
判
断
を
支
持
し
、
Ｘ
の
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

⑶
　
二
〇
一
四
年
判
決
の
射
程

　

以
上
の
諸
判
決
は
、
い
ず
れ
も
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
肯
定
す
る
余
地
を
認
め
る
点
で
、
二
〇
一
四
年
判
決
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と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
み
る
と
お
り
、
以
上
の
諸
判
決
と
二
〇
一
四
年
判
決
と
は
事
案
を
異
に
す
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

⒜　

不
可
抗
力
免
責
の
対
象

　

ま
ず
、
二
〇
一
四
年
判
決
と
、
一
九
七
二
年
判
決
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
判
決
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
一
九
七
二
年
判
決
お
よ
び
二
〇
一
〇

年
判
決
は
、
い
ず
れ
も
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
を
理
由
と
す
る
強
制
退
去
な
い
し
契
約
解
除
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
債
務
者
が
金
銭
債
務
そ
の
も
の
を
免
れ
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
二
〇
一
四
年
判
決
と
は
事
案
を
異
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
一
九
七
二
年
判
決
や
二
〇
一
〇
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
認
め
た
と
し
て
も
、
債
務
者
は
金
銭
債
務
そ
の
も
の
か

ら
解
放
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
の
効
果
を
免
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

そ
し
て
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
不
可
抗
力
を
理
由
に
そ
の
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
同
人
が
不
可
抗
力
を
理
由

に
履
行
遅
滞
責
任
を
免
れ
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
を
必
ず
し
も
帰
結
し
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
判
決
の
射
程
は
、
金

銭
債
務
の
履
行
遅
滞
の
効
果
が
発
生
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
事
案
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
〇
一
四

年
判
決
を
前
提
と
し
て
も
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
責
任
に
つ
い
て
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

⒝　

一
九
九
八
年
判
決
の
特
殊
性

　

こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
八
年
判
決
は
、
二
〇
一
四
年
判
決
同
様
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
免
れ
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た

事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
九
九
八
年
判
決
の
事
案
で
は
、
債
務
者
は
、
疾
病
に
よ
っ
て
受
講
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
疾
病
に
よ
り
講
座
の
受
講
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
対
価
で
あ
る
受
講
料
を
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支
払
わ
な
い
と
主
張
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
金
銭
債
務
の
履
行
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ

た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
給
付
の
受
領
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
金
銭
債
務
も
消
滅
し
た
と
主
張

し
て
い
た）
₂₁
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
九
九
八
年
判
決
と
二
〇
一
四
年
判
決
と
で
は
事
案
が
異
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
双
務
契
約
に
お
い
て
一
方
の
債
務
が
不
可
抗
力
に
よ
り
履
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
結
果
、

他
方
の
債
務
も
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₂₂
（

。
し
た
が
っ
て
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
、
反
対
給
付
が
不
可
抗
力
に
よ
り
履
行
不
能
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
所
有
者
危
険
主
義
が
妥
当
す
る
場
合
で
な
い
限
り
、
自
身
の
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る）
₂₃
（

。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
八
年

判
決
の
事
案
で
は
、
反
対
給
付
の
債
務
者
（
金
銭
債
務
の
債
権
者
）
が
自
身
の
債
務
が
不
可
抗
力
に
よ
り
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
主
張
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
給
付
の
債
権
者
（
金
銭
債
務
の
債
務
者
）
が
不
可
抗
力
に
よ
り
給
付
の
受
領
が
不
能
に
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
る

点
で
特
殊
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
自
身
の
権
利
を
行
使
し
得
な
い
債
権
者
が
不
可
抗
力
を
援
用
す
る
こ
と
で
そ
の
債
権
と
対
価

関
係
に
あ
る
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
が
、
近
年
、
シ
リ
ル
・
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
（C

yril 

G
R

IM
A

L
D

I

）
に
よ
る
論
考
が
現
れ
て
い
る）
₂₄
（

。
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
自
身
の
権
利
を
行
使
し
得
な
い
債
権
者
が
不

可
抗
力
を
援
用
し
て
契
約
の
消
滅
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
援
用
し
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
は
、﹁
何
人
も
不
能
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
し
﹂
と
の
法
諺
の
ほ
か
、
衡
平
の
観
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
自
身

の
権
利
を
行
使
し
得
な
い
債
権
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
衡
平
に
反
す
る
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
後
者
の

理
由
は
、
債
権
者
に
よ
る
不
可
抗
力
の
援
用
を
も
基
礎
づ
け
る
。
ま
た
、
債
権
者
が
権
利
を
行
使
し
得
な
い
こ
と
は
必
然
的
に
債
務
者
が
そ

の
債
務
を
履
行
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
理
由
も
ま
た
債
権
者
に
よ
る
不
可
抗
力
の
援
用
を
基
礎
づ
け
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る）
₂₅
（

。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
、
債
務
者
の
み
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
の
は
酷
だ
と
の
批
判
が
あ
り
得
る
が
、
そ
も
そ
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も
双
務
契
約
に
お
け
る
一
方
債
務
の
消
滅
が
他
方
債
務
の
消
滅
を
も
た
ら
す
こ
と
を
債
務
者
の
み
が
危
険
を
負
担
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ

と
自
体
が
誤
り
で
あ
る）
₂₆
（

。
と
い
う
の
も
、
契
約
が
消
滅
す
れ
ば
債
権
者
は
自
身
の
債
務
を
免
れ
債
務
者
は
こ
れ
に
対
応
す
る
債
権
を
失
う
の

で
は
あ
る
が
、
債
権
者
も
ま
た
そ
の
債
権
を
失
い
債
務
者
は
こ
れ
に
対
応
す
る
債
務
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対

し
て
等
価
物
に
よ
る
履
行
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
債
権
者
も
ま
た
一
定
の
危
険
を
負
担
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る）
₂₇
（

。
な
お
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
は
、
一
九
九
八
年
判
決
を
引
用
し
て
、
債
権
者
に
よ
る
不
可
抗
力
の
援
用
は
実
定
法

上
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）
₂₈
（

。

⒞　

小
括

　

二
〇
一
四
年
判
決
の
﹁
履
行
さ
れ
て
い
な
い
契
約
上
の
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
、
不
可
抗
力
事
由
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
債
務

を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
の
一
般
的
判
示
は
、
一
見
す
る
と
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
一
切
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
判
決
は
、
子
細
に
見
れ
ば
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
援
用
し
て
そ
の
債

務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
援
用

し
て
履
行
遅
滞
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
る
か
と
い
う
問
題
や
、
反
対
債
務
の
受
領
が
不
可
抗
力
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
に
金

銭
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
射
程
外
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
〇
一

四
年
判
決
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
一
見
し
た
ほ
ど
に
は
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。

３　

学
説
の
状
況

　

既
に
み
た
と
お
り
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
を
分
析
す
る
と
、
債
務
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か
ら
の
解
放
の
可
否
、
履
行
遅
滞
責
任
か
ら
の
免
責
の
可
否
、
お
よ
び
、
反
対
債
務
の
受
領
が
不
可
抗
力
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
た
場
合
の
処
理

と
い
う
三
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
最
後
の
問
題
は
、
双
務
契
約
一
般
に
つ
い
て
生
じ
得
る
問
題
で
あ
り
、
金
銭

債
務
に
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
他
の
二
つ
の
問
題
に
限
っ
て
、
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
し

て
、
学
説
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴
　
債
務
か
ら
の
解
放
の
可
否

　

二
〇
一
四
年
判
決
が
、
金
銭
債
務
に
つ
い
て
、
不
可
抗
力
を
理
由
と
す
る
債
務
か
ら
の
解
放
を
否
定
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
判

決
文
に
は
何
ら
手
が
か
り
は
な
い
が
、
評
釈
を
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、﹁
種
類
物
は
滅
失
せ
ず

（G
en

era
 n

on
 p

ereu
n

t

）﹂
と
の
法
諺
の
ほ
か
、
資
産
に
対
す
る
一
般
担
保
権
（droit de gage général

）
と
い
う
観
点
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
以
下
、
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。

⒜　

種
類
物
は
滅
失
せ
ず

　
﹁
種
類
物
は
滅
失
せ
ず
﹂
と
の
法
諺
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
不
可
抗
力
を
理
由
と
す
る
金
銭
債
務
か
ら
の
解
放
を
否
定
す
る
論
拠

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り）
₂₉
（

、
ア
ン
リ
・
ロ
ラ
ン
（H

enri R
O

L
A

N
D

）
と
ロ
ラ
ン
・
ボ
ワ
イ
エ
（L

aurent B
O

YE
R

）
の
共
著
に
よ
る
﹃
フ

ラ
ン
ス
の
法
諺
﹄
の
該
当
箇
所
で
も
、﹁
金
銭
の
支
払
い
を
目
的
と
す
る
債
務
は
す
べ
て
、
絶
対
的
な
性
質
を
有
す
る
結
果
債
務
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
何
も
、
不
可
抗
力
の
事
象
で
す
ら
も
、
債
務
者
を
免
責
し
な
い
（
資
金
を
預
け
て
い
た
銀
行
の
倒
産
や
、
稼
働
を
妨
げ
る

疾
病
は
、
債
務
者
を
解
放
し
な
い
）﹂
と
さ
れ
て
い
る）
₃₀
（

。
よ
り
精
確
に
い
え
ば
、
通
常
の
種
類
物
に
つ
い
て
は
当
該
種
類
物
が
す
べ
て
滅
失

し
た
り
取
引
が
禁
止
し
た
り
し
て
例
外
的
に
不
能
と
な
る
余
地
が
あ
る
が
、﹁
究
極
の
種
類
物
で
あ
る
金
銭
は
、
誰
に
も
欠
け
る
こ
と
は
な
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い
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
金
銭
に
代
わ
り
得
る
信
用
は
万
人
が
自
由
に
利
用
で
き
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
﹂
か
ら
、
不
能
に
な
り
得
な
い
と

い
う
の
で
あ
る）
₃₁
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
政
治
的
な
理
由
か
ら
一
定
の
契
約

に
つ
い
て
履
行
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
の
ほ
か）
₃₂
（

、
銀
行
が
特
定
の
日
に
顧
客
に
対
し
て
競
売
に
参
加
す
る
た
め
の
資
金
を
払
い
込
む
義
務
を
負

っ
て
い
た
の
に
こ
れ
に
違
反
し
た
と
い
う
場
合
を
考
え
る
と
、
仮
に
遅
れ
て
払
込
み
を
し
た
と
し
て
も
顧
客
は
満
足
を
得
ら
れ
ず
契
約
利
益

は
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
の
債
務
は
終
局
的
に
不
能
に
な
る
と
さ
れ
る）
₃₃
（

。
ま
た
、
保
証
人
の
債
務
の
範
囲
が
収
入
の
範
囲
に

限
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、
仮
に
当
該
保
証
人
が
収
入
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
他
に
財
産
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
債
務
は
履
行
不
能
に
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る）
₃₄
（

。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、﹁
種
類
物
は
滅
失
せ
ず
﹂
と
の
法
諺
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
金
銭
債
務
に
つ
い
て
不
可
抗
力
に
よ
る
解
放
を
否

定
す
る
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
金
銭
債
務
が
履
行
不
能
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
と
り
わ
け
契

約
の
解
消
を
導
く
よ
う
な
不
可
抗
力
事
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
不
可
抗
力
の

要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
一
般
的
に
否
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い）
₃₅
（

。

⒝　

資
産
に
対
す
る
一
般
担
保
権

　

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
資
産
に
対
す
る
一
般
担
保
権
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
（Jérôm

e 

F
R

A
N

Ç
O

IS

）
が
、
二
〇
一
四
年
判
決
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
六
九
年
四
月
二
三
日
判
決）
₃₆
（

（
以
下
、﹁
一
九

六
九
年
判
決
﹂
と
い
う
。）
を
参
照
し
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る）
₃₇
（

。
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そ
こ
で
、
ま
ず
は
一
九
六
九
年
判
決
の
判
示
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
一
九
五
八
年
一
一
月
一

二
日
、
金
融
機
関
Ｘ
と
の
間
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
事
業
を
営
む
Ａ
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
。
Ａ
の
事
業
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
一
九
六
三
年
三
月
一
八
日
の
デ
ク
レ
の
適
用
に
よ
り
﹁
無
主
物
（bien vacant

）﹂
と
宣
告
さ
れ
国
有
化
さ
れ
て
、
執
行

の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
保
証
債
務
の
履
行
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
、
保
証
人
は
主
債
務
者
の
抗
弁
を
援
用
で
き

る
か
ら
上
記
デ
ク
レ
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
、
ま
た
、
Ａ
お
よ
び
Ｙ
は
エ
ビ
ア
ン
協
定
に
反
し
て
そ
の
財
を
不
当
に
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら

不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
て
、
こ
れ
を
争
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
毀
院
は
、
上
記
デ
ク
レ
は
フ
ラ
ン
ス
の
公
序
に
反
す
る
か

ら
、﹁
無
主
物
﹂
の
所
有
者
の
負
債
は
消
滅
せ
ず
同
人
が
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
で
所
有
す
る
他
の
財
へ
の
執
行
は
禁
じ
ら
れ
な
い
と
し
た
原

審
の
判
断
を
支
持
し
た
う
え
で
、
金
銭
に
つ
い
て
は
﹁
こ
れ
を
支
払
う
こ
と
の
不
能
は
、
絶
対
的
で
も
終
局
的
で
も
な
い
﹂
と
し
て
、
Ｙ
の

主
張
を
退
け
た
。

　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
、
一
九
六
九
年
判
決
に
つ
い
て
、
同
日
に
出
さ
れ
た
他
の
判
決
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
前
記
デ
ク
レ
に
つ
い
て
、﹁
フ
ラ

ン
ス
の
公
序
に
反
す
る
外
国
法
の
適
用
に
よ
り
債
務
者
が
債
権
者
に
対
す
る
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
し
、
民
法
典
︹
旧
︺
二
〇
九
二
条）
₃₈
（

に

定
め
る
原
則
を
斥
け
る
﹂
こ
と
は
同
法
典
五
四
五
条）
₃₉
（

に
違
反
す
る
と
判
示
し
て
い
る
こ
と）
₄₀
（

と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
資
産
に
対
す
る
一
般
担

保
権
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
結
論
を
正
当
化
で
き
る
と
い
う）
₄₁
（

。
す
な
わ
ち
、
金
銭
債
務
の
債
権
者
は
、
債
務
者
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
財
産

の
総
体
で
あ
る
資
産
（patrim

oine

）
全
体
を
引
当
て
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
財
産
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
債

務
者
が
積
極
財
産
の
不
足
を
理
由
と
し
て
金
銭
債
務
か
ら
の
解
放
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
金
銭
債
務
に
つ
い
て

は
、
資
産
そ
の
も
の
が
偶
発
的
に
な
く
な
る
の
で
な
い
限
り
終
局
的
な
履
行
不
能
に
陥
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
資
産
が
な
く
な
る
と

い
う
事
態
は
観
念
で
き
な
い）
₄₂
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
自
身
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
金
銭
債
務
か
ら
の
解
放
一
般
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
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二
九
五
一

積
極
財
産
の
不
足
を
理
由
と
す
る
解
放
を
否
定
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る）
₄₃
（

。

⑵
　
履
行
遅
滞
責
任
か
ら
の
免
責
の
可
否

　

一
九
七
二
年
判
決
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、
い
ず
れ
も
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
を
理
由
と
す
る
（
損
害
賠
償
責
任
以
外
の
）
効
果
が

不
可
抗
力
の
抗
弁
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
判
決
は
、
い
ず
れ
も
、
不
可
抗
力
の
抗
弁

が
機
能
す
る
余
地
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
一
九
七
二
年
判
決
に
対
し
て
は
批
判
も
多
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
一
九
七
二
年
判

決
に
対
す
る
批
判
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
不
可
抗
力
（force 

m
ajeure financière

）
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
債
務
の
履
行
遅
滞
の
主
た
る
効
果
は
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
と
お
り
、
金

銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
は
原
則
と
し
て
遅
延
利
息
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
債
務
者
が
不
可
抗
力
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遅

延
利
息
の
支
払
い
を
免
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。
と
こ
ろ
が
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
が
直
接
の
争
点
と
な
っ
た
判
決
は
見
当
た

ら
な
か
っ
た）
₄₄
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
限
る
準
則
の

正
当
化
根
拠
に
関
す
る
主
張
の
う
ち
、
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
と
不
可
抗
力
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
り
そ

う
な
も
の
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
具
体
的
に
は
、
原
因
な
き
利
得
（enrichissem

ent sans cause

）
の
観
点
か
ら
の
正
当
化
を
試

み
る
見
解
を
取
り
上
げ
る
。

⒜　

経
済
的
不
可
抗
力
の
否
定

　

一
九
七
二
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
不
可
抗
力
と
し
て
援
用
さ
れ
た
の
は
、債
務
者
の
失
業
に
よ
る
収
入
の
喪
失
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
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同
判
決
が
不
可
抗
力
免
責
の
余
地
を
認
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
激
し
い
批
判
が
展
開
さ
れ
、同
判
決
は
﹁
ネ
ズ
ミ
の
社
会
主
義
（socialism

e 

de souris

）﹂
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）
₄₅
（

。

　

例
え
ば
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
リ
ー
（G

eorges D
U

R
R

Y

）
は
、
一
九
七
二
年
判
決
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
労
働
市
場
が
急
速
に
悪
化
し

た
場
合
に
失
業
が
予
見
不
能
だ
と
考
え
る
こ
と
や
、
労
働
者
が
全
く
何
の
仕
事
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
失
業
が
抵
抗
不
能
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
人
が
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
他
の
手
段
を
一
切
有
し
な
か
っ
た
と
い
え

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
債
務
者
が
負
う
債
務
の
内
容
は
、給
与
収
入
に
よ
る
支
払
い
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
債
務
者
が
経
済
的
苦
境
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、

契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
、
約
束
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
不
可
抗
力
に
つ
い
て
厳
格
な
観
念
を
採
用
し
な
け
れ
ば
、
債
権
者
の
極
め

て
正
統
な
予
見
が
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）
₄₆
（

。
さ
ら
に
、
デ
ュ
リ
ー
は
、
一
九
七
二
年
判
決
の
事
案
に
つ
き
再
度
の
破
毀
申
立
て
を
受
け
た
破

毀
院
第
三
民
事
部
が
債
務
者
は
失
業
が
不
可
抗
力
に
あ
た
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
失
業
状
態
を
理
由
と

す
る
免
責
の
余
地
を
認
め
る
も
の
だ
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る）
₄₇
（

。
デ
ュ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
失
業
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
こ
と
は
理

論
的
に
は
あ
り
得
る
と
の
立
場
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
く）
₄₈
（

、
債
務
者
の
失
業
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
失
業
が
金
銭
債
務
の
債
務
者
を
一
時
的
に
免
責
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
債
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る

か
ら
で
あ
る
。
失
業
し
た
債
務
者
の
保
護
は
、
失
業
補
償
給
付
等
に
よ
っ
て
図
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い）
₄₉
（

。

　

経
済
的
不
可
抗
力
を
否
定
す
る
見
解
は
、
債
権
者
は
債
務
者
が
事
実
上
支
払
不
能
に
な
る
リ
ス
ク
は
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
支
払
不
能

の
法
的
な
リ
ス
ク
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て

は
、
不
可
抗
力
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
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は
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る）
₅₀
（

。
例
え
ば
、
国
家
が
金
銭
の
流
通
を
禁
止
し
た
場
合
に
不
可
抗
力
免
責
を
認
め
な
い
理
由
は
な
く
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
法
原
則
や
共
通
参
照
枠
草
案
の
よ
う
に
、
金
銭
債
務
に
つ
い
て
も
不
可
抗
力
免
責
を
認
め
つ
つ
、
債
務
者
の
支
払
不
能
は
不
可
抗

力
に
該
当
し
な
い
と
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
の
で
あ
る）
₅₁
（

。
確
か
に
、
経
済
的
不
可
抗
力
を
否
定
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
の
論
拠
は
、
債
務
者

の
積
極
財
産
が
不
足
し
た
原
因
を
不
可
抗
力
と
し
て
援
用
す
る
場
合
に
し
か
妥
当
せ
ず
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
を

一
切
否
定
す
る
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⒝　

遅
延
利
息
賠
償
の
正
当
化
根
拠

　

金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
原
則
と
し
て
法
定
利
息
の
支
払
い
に
限
ら
れ
る
一
方
で
、
債
権
者
は
損
失
を
証
明
す
る
こ

と
な
く
こ
の
損
害
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る）
₅₂
（

。
こ
の
よ
う
な
準
則
に
つ
い
て
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
起
因
す
る
状
況
が
多
様
で
あ
る

こ
と
か
ら
債
権
者
の
損
害
の
評
価
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が）
₅₃
（

、
原
因
な
き
利
得
の
返
還）
₅₄
（

と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
見
解
も
み
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
。
レ
ミ
ィ
・
リ
ブ
シ
ャ
ベ
ー
ル
（R

ém
y L

IB
C

H
A

B
E

R

）
の
見
解
で
あ
る）
₅₅
（

。

　

リ
ブ
シ
ャ
ベ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
準
則
を
全
部
賠
償
原
則
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
原
因
な
き
利
得
の
返

還
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
と
す
る
。
リ
ブ
シ
ャ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
が
あ
る
場
合
に
は
、d

e in
 rem

 verso

訴

権
の
要
件
が
充
た
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
履
行
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
借
入
利
息
の
支
払
い
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

利
得
が
あ
り
、
こ
れ
と
相
関
し
て
、
債
権
者
に
金
銭
を
利
用
で
き
な
い
と
い
う
損
失
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
原
因
が
な
い
こ
と
は
、
履
行

遅
滞
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
付
遅
滞
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
付
遅
滞
に
よ
っ
て
、
債
権
者
に
よ
る
恩
恵
期
間
の
付
与
と
い

っ
た
債
務
者
が
金
銭
を
保
持
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
理
由
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、d

e in
 rem

 verso

訴
権
に
お
い
て
は
返
還

さ
れ
る
の
は
損
失
と
利
得
の
う
ち
金
額
が
少
な
い
方
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
は
債
権
者
に
生
じ
た
損
害
よ
り
も
少
な
い
法
定
利
息
の
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支
払
い
の
み
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
説
明
可
能
で
あ
る
。

　

リ
ブ
シ
ャ
ベ
ー
ル
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

⑶
　
小
括

　

以
上
の
と
お
り
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
債
務
か
ら
の
解
放
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
、﹁
種

類
物
は
滅
失
せ
ず
﹂
と
の
法
諺
や
資
産
に
対
す
る
一
般
担
保
権
と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
、
履
行
遅
滞
責
任
か
ら
の
免
責
を

否
定
す
る
論
拠
と
し
て
、
経
済
的
不
可
抗
力
の
否
定
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、﹁
種
類
物
は
滅
失
せ
ず
﹂
と
の
法
諺
は
、

金
銭
債
務
が
履
行
不
能
に
な
る
こ
と
は
通
常
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
帰
結
す
る
の
み
で
、
不
可
抗
力
免
責
を
一
切
否
定
す
る
論
拠
と
は

な
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
資
産
に
対
す
る
一
般
担
保
権
と
い
う
観
点
と
経
済
的
不
可
抗
力
の
否
定
と
い
う
観
念
は
、
い
ず
れ

も
債
務
者
の
積
極
財
産
の
不
足
を
理
由
と
す
る
免
責
を
否
定
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
事
象
を
理
由
と
す
る
不
可
抗
力
の
抗
弁
を

否
定
す
る
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
に
対
し
て
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
準
則
を
原
因
な
き
利
得
の
返
還
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
が
一
般
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
の
そ
の
他
の
効
果
に
つ
い
て
不
可
抗
力
を
援
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

必
ず
し
も
な
い
。
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Ⅲ　

わ
が
国
の
議
論
の
特
徴

１　

緒
論

　

金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
を
否
定
す
る
現
行
民
法
四
一
九
条
三
項
は
、
二
〇
〇
四
年
に
行
わ
れ
た

現
代
語
化
前
の
四
一
九
条
二
項
後
段
を
独
立
さ
せ
た
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
語
化
前
の
四
一
九
条
は
、﹁
金
銭
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債

務
ノ
不
履
行
ニ
付
テ
ハ
其
損
害
賠
償
ノ
額
ハ
法
定
利
率
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
但
約
定
利
率
カ
法
定
利
率
ニ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
約
定
利
率
ニ
依

ル
﹂（
一
項
）、﹁
前
項
ノ
損
害
賠
償
ニ
付
テ
ハ
債
権
者
ハ
損
害
ノ
証
明
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
又
債
務
者
ハ
不
可
抗
力
ヲ
以
テ
抗
弁
ト
為
ス

コ
ト
ヲ
得
ス
﹂（
二
項
）
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
条
は
、
旧
民
法
財
産
編
三
九
一
条
お
よ
び
三
九
二
条
を
合
わ
せ
た
う
え
で
若
干

の
修
正
を
加
え
た
規
定
で
あ
り
、
旧
民
法
の
時
代
か
ら
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
は
否
定
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
は
、﹁
金
銭
ヲ
目
的
ト
ス
ル
義
務
ノ
遅
延
ノ
損
害
賠
償
ニ
付
テ
ハ
裁
判
所
ハ
法
律
上
ノ
利
息

ノ
割
合
ト
異
ナ
ル
額
ニ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
法
律
ノ
特
例
ア
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
﹂（
一
項
）、﹁
当
事
者
カ
損
害
賠
償
ノ
数
額

ヲ
定
ム
ル
ト
キ
ハ
合
意
上
ノ
利
息
ノ
最
上
限
以
下
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
﹂（
二
項
）
と
規
定
す
る
財
産
編
三
九
一
条
に
続
け
て
、﹁
債
権
者
ハ
右

ノ
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
為
メ
ニ
何
等
ノ
損
失
ヲ
モ
証
ス
ル
責
ニ
任
セ
ス
又
債
務
者
ハ
其
請
求
ヲ
拒
ム
為
メ
ニ
意
外
ノ
事
又
ハ
不
可
抗
力
ヲ

申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
﹂
と
規
定
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
が
成
立
し
た
経
緯
と
こ
れ
に
対
す
る
評
価
を
確
認
し
た
う
え
で
、
現
行
民
法
四
一
九
条

三
項
（
現
代
語
化
前
四
一
九
条
二
項
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
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旧
民
法
財
産
編
三
九
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め
ぐ
る
議
論

⑴
　
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
の
成
立

　

旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
は
、﹁
権
利
者
是
等
ノ
損
害
賠
償
ヲ
得
シ
カ
為
メ
ニ
毫
モ
損
失
ヲ
証
明
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
而
シ
テ
義
務
者
ハ
意
外

ノ
変
災
又
ハ
抗
拒
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
力
ヲ
証
拠
立
ル
モ
受
理
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
﹂
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
四
一
二
条）
₅₆
（

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継

い
で
い
る
。
で
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
を
否
定
す
る
規
定
を
設
け
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う

か
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
に
示
さ
れ
た
立
法
理
由
に
よ
れ
ば）
₅₇
（

、
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
否
定
す
る
こ
と
は
厳
格
に
す
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
金

銭
債
務
の
性
質
は
量
的
で
あ
っ
て
、
物
の
滅
失
や
調
達
不
能
に
よ
る
消
滅
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

金
銭
債
務
と
他
の
代
替
物
債
務
と
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
次
に
、
商
品
引
渡
債
務
と
金
銭
債
務
と
が
双
方
持
参
債
務
で
あ
る
場
合
に
、

不
可
抗
力
（
洪
水
、
戦
争
、
疫
病
）
に
よ
っ
て
交
通
が
遮
断
さ
れ
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、
商
品
引
渡
債
務
の
債
務
者
は
履
行
遅
滞
に
よ
る

損
害
賠
償
を
免
れ
る
が
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
遅
延
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
債
務
者
が
金
銭
の
支
払
い
を
妨
げ

ら
れ
た
期
間
中
、
当
該
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
債
務
者
が
倒
産
ま
た
は
盗
難
に
遭
っ
た
こ
と
を
理

由
に
支
払
い
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い）
₅₈
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
の
立
法
理
由
は
多
層
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
金
銭
が
代
替
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
金
銭
債
務
は
履
行
不
能
に
な
り
得
な
い
と
さ
れ
、
債
務
者
が
金
銭
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
得
な
い

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る）
₅₉
（

。
第
二
に
、
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
に
関
し
て
は
、
債
務
者
は
履
行
遅
滞
の
期
間
中
も
当
該
金
銭
か
ら
利
益

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
、
債
務
者
が
遅
延
利
息
の
支
払
い
を
免
れ
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
経
済
的
不

可
抗
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
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⑵
　
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
に
対
す
る
評
価

　

旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
旧
民
法
の
解
説
書
で
あ
る
﹃
民
法
正
義
﹄、

﹃
日
本
民
法
義
解
﹄
お
よ
び
﹃
民
法
釈
義
﹄
の
記
述
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、﹃
民
法
正
義
﹄
を
み
て
み
よ
う
。
同
書
は
、
財
産
編
三
九
二
条
の
立
法
理
由
を
紹
介
し
た
う
え
で）
₆₀
（

、
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
一
切
認

め
な
い
の
は
債
務
者
に
酷
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
余
ハ
総
テ
ノ
場
合
ニ
於
テ
債
務
者
ヨ
リ
賠
償
ノ
請
求

ヲ
拒
ム
為
メ
意
外
ノ
事
又
ハ
不
可
抗
力
ヲ
申
立
ツ
ル
ヿ
ヲ
得
ス
ト
ノ
規
定
ハ
甚
タ
過
酷
ナ
ル
ノ
感
ヲ
懐
ケ
リ
勿
論
例
ヘ
ハ
商
業
上
意
外
ノ
失

敗
ヲ
為
シ
為
メ
ニ
請
求
ニ
従
ヒ
直
チ
ニ
義
務
ヲ
履
行
ス
ル
ヿ
ヲ
得
ス
ト
ノ
如
キ
申
立
ヲ
為
ス
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
例
ヘ
ハ
戦
争
又
ハ
洪
水

ノ
為
メ
債
権
者
ノ
住
所
ニ
到
ル
ヿ
ヲ
得
サ
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
賠
償
ヲ
拒
ム
為
メ
其
意
外
ノ
事
ヲ
申
立
ツ
ル
ヿ
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ヽ
如
シ

何
ト
ナ
レ
ハ
債
務
者
ハ
其
洪
水
又
ハ
戦
争
ノ
止
ム　

ハ
直
チ
ニ
履
行
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
其
遅
延
ノ
時
間
弁
済
ス
ヘ
キ
金
銭
ハ
之

ヲ
他
ニ
利
用
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
做
サ
ヽ
ル
ヲ
得
サ
ン
ハ
ナ
リ
﹂
と
い
う）
₆₁
（

。

　

次
に
、﹃
日
本
民
法
義
解
﹄
は
ど
う
か
。
同
書
は
、
財
産
編
三
九
二
条
に
つ
い
て
、﹁
債
権
者
ヲ
シ
テ
其
損
害
ノ
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
セ
シ
メ

サ
ル
規
定
ノ
裏
面
ニ
シ
テ
之
ト
権
衡
ヲ
保
タ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
ノ
ミ
設
ケ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
亦
他
ニ
一
ノ
理
由
ノ
存
ス
ル
ア
リ
蓋
シ
金
銭
ハ
不マ
マ

代
替
物
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債
務
ハ
目
的
物
ノ
消
滅
ニ
因
リ
興
ニ
消
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
且
債
務
者
ハ
他
ノ
不マ
マ

代
替
物
ニ
於
ケ
ル
ト

異
ナ
リ
金
銭
ノ
弁
済
ヲ
遅
延
ス
ル
ニ
随
ヒ
其
間
金
銭
ヲ
利
用
シ
テ
自
カ
ラ
利
益
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
債
務
者
不
可
抗
力
又
ハ
意
外
ノ
事
ヲ

申
立
テ
其
賠
償
ノ
責
ヲ
免
レ
サ
ル
ヤ
当
然
ナ
リ
﹂
と
す
る）
₆₂
（

。
そ
し
て
、
戦
争
や
洪
水
に
よ
る
遅
滞
の
場
合
に
は
免
責
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の

反
対
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
反
対
説
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
債
務
者
が
戦
争
や
洪

水
に
よ
る
遅
滞
の
期
間
中
金
銭
を
利
用
し
得
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
反
対
説
は
金
銭
の
﹁
定
量
物
﹂
と
い
う
性
質

を
忘
れ
て
い
る
。
ま
た
、
確
か
に
債
務
者
が
偶
々
金
銭
を
利
用
し
な
い
こ
と
も
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
利
用
し
得
た
の
か
否
か
を
断
定
す
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る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
困
難
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
賠
償
額
を
一
定
の
も
の
に
し
た
理
由
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、﹁
法
律
カ
不
可
抗
力
又
ハ
意
外
ノ
事
ア
ル
モ
為
メ
ニ
債
務
者
ヲ
シ
テ
金
銭
ヲ
利
用
ス
ル
ヲ
得
セマ

マ

シ
メ
ス
ト
ノ
断
乎
タ
ル
推
定
ヲ
下
ス
モ

決
シ
テ
非
難
ヲ
容
ル
ヘ
キ
モ
ニ
ア
ラ
ス
﹂。
さ
ら
に
、
交
通
が
遮
断
さ
れ
て
債
務
者
が
金
銭
を
利
用
し
得
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者

に
遅
延
利
息
を
負
担
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
付
遅
滞
の
方
法
を
採
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
に
は
債
務
者
は
交
通
遮
断
が

止
む
ま
で
は
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
、
と）
₆₃
（

。

　

最
後
に
、﹃
民
法
釈
義
﹄
を
み
る
と
、﹁
金
銭
ハ
代
替
物
ノ
最
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
仮
令
非
常
ノ
災
難
ニ
罹
リ
テ
之
ヲ
喪
ヒ
一
時
湊
合
ノ

方
策
ナ
キ
場
合
ト
雖
モ
之
ヲ
口
実
ト
シ
テ
履
行
遅
延
ノ
責
ヲ
免
カ
ル
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
尤
モ
次
条
ノ
規
定
ア
ル
カ
故
ニ
例
ヘ
ハ
借
金
返

還
期
日
ニ
当
リ
偶
〻
大
洪
水
ニ
際
会
シ
為
メ
ニ
数
日
ヲ
懈
怠
シ
タ
ル　

ノ
如
キ
ハ
特
別
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
遅
延
時
間
ノ
利
息
ヲ
負
担
ス

ル
ヲ
須
井
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
﹂
と
さ
れ
て
い
る）
₆₄
（

。

　

以
上
の
記
述
を
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
の
立
法
理
由
と
比
較
す
る
と
、
金
銭
が
代
替
物
で
あ
る
こ
と
や
、
債
務
者
は
履
行
遅
滞
中
も
金

銭
を
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
立
法
理
由
に
合
致
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
債
務
者
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
が
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
と
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
が
遅
延
利
息
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
裏
の
準
則
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
ま
た
、
経
済
的
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
を
認
め
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
も
の
の
、
洪
水
や
戦
争
に
よ
る
交
通
の
遮
断
と
い

っ
た
そ
れ
以
外
の
事
象
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
免
責
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
が
議
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

３　

現
行
民
法
四
一
九
条
三
項
を
め
ぐ
る
議
論

⑴
　
現
行
民
法
四
一
九
条
の
成
立

　

現
行
民
法
四
一
九
条
は
、
法
典
調
査
会
原
案
四
一
五
条
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
典
調
査
会
で
は
、
同
条
が
旧
民
法
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財
産
編
三
九
一
条
お
よ
び
三
九
二
条
を
合
わ
せ
て
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
二
項
に
関
し
て
は
﹁
三
百
九

十
二
条
ノ
実
質
ヲ
少
シ
モ
変
ヘ
マ
セ
ヌ
デ
ア
リ
マ
ス
﹂
と
い
う
以
上
の
説
明
は
な
く
、
そ
の
後
の
議
事
を
み
て
も
二
項
の
内
容
に
関
す
る
議

論
は
な
い）
₆₅
（

。

　

現
行
民
法
の
成
立
後
す
ぐ
に
公
表
さ
れ
た
解
説
書
を
み
る
と
、
金
銭
債
務
は
履
行
不
能
に
な
ら
ず
、
ま
た
、
債
務
者
は
履
行
遅
滞
中
も
金

銭
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
の
立
法
理
由
と
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
梅
謙
次

郎
博
士
は
、﹁
金
銭
ハ
恰
モ
相
当
ノ
利
息
ヲ
払
ヘ
ハ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
容
易
ナ
ル
ヲ
常
ト
ス
ル
カ
故
ニ
債
務
者
ハ
不
可
抗
力
ニ
因
リ
テ
履
行
ヲ

怠
リ
タ
リ
ト
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
﹂
と
し
て
い
る）
₆₆
（

。
ま
た
、
岡
松
参
太
郎
博
士
は
、﹁
債
務
者
ヲ
シ
テ
不
当
ニ
利
益
ヲ
得
セ
シ
メ
サ
ル
ノ

趣
旨
ニ
出
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
﹂
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
金
銭
ハ
通
常
之
ヲ
運
転
シ
テ
利
息
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル

カ
故
ニ
債
務
者
カ
仮
令
不
可
抗
力
ニ
依
リ
金
銭
ノ
支
払
ヲ
遅
延
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
債
務
者
ハ
尚
其
金
銭
ノ
運
転
ニ
依
リ
テ
利
益
ヲ
収
メ

タ
ル
モ
ノ
ト
推
測
ス
ル
コ
ト
至
当
ナ
ル
﹂
と
い
う
の
で
あ
る）
₆₇
（

。
さ
ら
に
、
松
波
仁
一
郎
博
士
、
仁
保
亀
松
博
士
お
よ
び
仁
井
田
益
太
郎
博
士

は
、﹁
債
務
者
ヲ
シ
テ
不
当
ニ
利
益
ヲ
得
セ
シ
メ
サ
ル
ノ
主
意
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ス
﹂
と
の
評
価
を
し
て
い
る）
₆₈
（

。

⑵
　
学
説
の
状
況

⒜　

初
期
の
学
説

　

初
期
の
学
説
の
多
く
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
特
段
の
疑
問

を
呈
し
て
い
な
い）
₆₉
（

。
そ
の
理
由
を
み
る
と
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
の
制
限
と
表
裏
で
あ
る
こ
と
や
、
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
る
も
の
が
多
い）
₇₀
（

。
例
え
ば
、
横
田
秀
雄
博
士
は
、﹁
金
銭
債
務
ノ
不
履
行
ニ
関
シ
テ
ハ
実
際
ノ
便
宜
上
債
権
者

ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
法
定
利
率
又
ハ
約
定
利
率
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ノ
外
ハ
債
務
者
ニ
対
シ
テ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
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六
〇

一
面
ニ
於
テ
債
権
者
ノ
権
利
ヲ
制
限
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
他
ノ
一
面
ニ
於
テ
債
務
者
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
此
金
額
ニ
相
当
ス
ル
賠
償
ヲ
為

ス
ノ
義
務
ア
リ
ト
シ
以
テ
債
権
者
ト
債
務
者
ト
ノ
間
ニ
権
衡
ヲ
維
持
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂
と
す
る）
₇₁
（

。
ま
た
、
中
島
玉
吉
博
士
は
﹁
金
銭
ハ
利

用
ノ
途
広
ク
不
可
抗
力
ニ
ヨ
リ
遅
滞
ニ
在
ル
間
ト
雖
モ
債
務
者
ハ
容
易
ニ
之
ヲ
利
用
シ
テ
相
当
ノ
利
益
ヲ
収
メ
得
ル
モ
ノ
ト
看
做
シ
タ
ル
カ

為
メ
ナ
リ
﹂
と）
₇₂
（

、石
坂
音
四
郎
博
士
は
﹁
金
銭
ハ
常
ニ
法
定
利
率
ニ
相
当
ス
ル
利
益
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
﹂
と
し
て
い
る）
₇₃
（

。
そ
の
ほ
か
、

勝
本
正
晃
博
士
は
、
金
銭
債
務
の
場
合
に
は
﹁
債
務
者
が
現
に
所
有
せ
る
金
額
を
限
度
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
将
来
債
務
者
が
全
資
力
を

尽
し
て
其
弁
済
に
当
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
﹂
こ
と
を
挙
げ
る）
₇₄
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
石
田
文
次
郎
博
士
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
も
不
可
抗
力
免
責
を
認
め
る
点
で
異
色
で
あ
る
。
石
田
博
士
に
よ

れ
ば
、﹁︹
現
代
語
化
前
︺
民
法
第
四
一
九
条
第
二
項
に
於
て
﹃
債
務
者
ハ
不
可
抗
力
ヲ
以
テ
抗
弁
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
﹄
と
規
定
し
た
の
は
、

目
的
物
に
関
し
不
可
抗
力
に
よ
る
履
行
不
能
が
生
じ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
﹂。
そ
し
て
、﹁
目
的
物
以
外
の
点
に
つ
き
不
可
抗
力
に
よ
り
履

行
遅
延
の
生
じ
た
時
（
例
へ
ば
、
洪
水
・
地
震
等
の
た
め
履
行
を
為
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
）
に
は
、
債
務
者
は
不
可
抗
力
を
以

て
抗
弁
と
為
す
こ
と
が
出
来
る
と
解
し
て
よ
い
﹂）
₇₅
（

。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
も
含
め
、﹃
民
法
正
義
﹄
に
お
け

る
批
判
と
共
通
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
初
期
の
学
説
は
、
概
ね
旧
民
法
典
財
産
編
三
九
二
条
を
め
ぐ
る
議
論
と
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
の
制
限
と
表
裏
で
あ
る
こ
と
や
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
金
銭
債
務

の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
一
方
で
、
洪
水
等
に
よ
る
履
行
遅
滞
の
場
合
に
は
不
可
抗
力
免

責
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
の
批
判
も
存
在
し
て
い
た
。
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⒝　

そ
の
後
の
学
説

　

そ
の
後
の
学
説
を
み
る
と
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
免
責
に
関
す
る
議
論
は
低
調
で
あ
り）
₇₆
（

、
少
な
く
と
も
金
銭
債
務
の
履
行
遅

滞
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る）
₇₇
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
金
銭

は
相
当
の
利
息
を
払
え
ば
容
易
に
入
手
し
得
る
か
ら
金
銭
債
務
は
履
行
不
能
に
な
ら
な
い
こ
と
の
ほ
か）
₇₈
（

、
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る）
₇₉
（

。
ま
た
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
言
及
す

る
も
の
や）
₈₀
（

、
債
権
者
が
利
息
超
過
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
得
る
場
合
に
は
債
務
者
は
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
肯
定
す
る
も
の
も
あ
る）
₈₁
（

。

⒞　

法
制
審
議
会
に
お
け
る
議
論

　

金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
の
点
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
に
お
け

る
議
論
を
み
る
と
、
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る）
₈₂
（

。

　

第
一
に
、
利
息
超
過
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
か
否
か
と
連
動
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
遅
延
利
息
の
賠
償
、
と
り
わ
け

法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
免
責
に
否
定
的
な
発
言
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し）
₈₃
（

、
利
息
超
過
損
害
に
つ

い
て
は
不
可
抗
力
免
責
を
肯
定
す
る
意
見
が
多
か
っ
た）
₈₄
（

。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
仕
方
は
、
従
来
の
議
論
と
整
合
的
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
学
説
が
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
債
権
者
の
損
害
賠
償

債
権
が
遅
延
利
息
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
裏
の
準
則
と
し
て
理
解
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
遅
延
利
息
以
外
の
損
害
賠
償
に
つ

い
て
は
不
可
抗
力
免
責
を
認
め
る
余
地
が
多
分
に
あ
る
。
ま
た
、
学
説
が
、
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
も
っ

て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
否
定
す
る
論
拠
の
一
つ
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
み
不
可
抗
力
免
責
を
認

め
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
四
一
九
条
に
は
不
当
利
得
調
整
的
な
機
能
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が
あ
る
と
の
指
摘
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る）
₈₅
（

。

　

第
二
に
、
不
履
行
の
原
因
に
つ
い
て
、
金
銭
を
取
得
で
き
な
い
場
合
と
、
履
行
方
法
が
途
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
と
を
区
別
し
て
論
じ

る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る）
₈₆
（

。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
も
、
従
来
の
議
論
の
流
れ
に
沿
う
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
か
ら
経
済

的
不
可
抗
力
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
は
見
当
た
ら
ず
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
も
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
肯
定
す
る
べ
き
だ
と
主

張
す
る
学
説
が
想
定
し
て
い
た
場
面
は
、
洪
水
等
に
よ
っ
て
交
通
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
っ
た
履
行
方
法
が
途
絶
さ
れ
た
場
面
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
が
金
銭
債
務
そ
の
も
の
を
免
れ
る
わ
け
で
は
な
い）
₈₇
（

。

⑶
　
判
例
の
状
況

　

判
例
を
み
る
と
、
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
大
判
昭
和
一
七
年
一
一
月
一
三
日
民
集
二
一
巻
九
九
五
頁
が
、

賃
料
増
額
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
の
増
額
部
分
に
つ
い
て
も
賃
借
人
が
遅
延
利
息
の
支
払
義
務
を
負
う
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
に
お

い
て
、﹁
民
法
第
四
百
十
九
条
第
二
項
ハ
金
銭
債
務
ノ
不
履
行
正
確
ニ
云
ヘ
ハ
履
行
遅
滞
ニ
因
ル
損
害
賠
償
責
任
ニ
付
テ
ハ
債
務
者
ハ
不
可

抗
力
ヲ
以
テ
抗
弁
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
旨
ヲ
規
定
シ
タ
リ
之
ニ
由
レ
ハ
不
可
抗
力
ハ
金
銭
債
務
ノ
履
行
遅
滞
ニ
因
ル
損
害
賠
償
ニ
関
ス
ル

限
リ
免
責
事
由
ト
為
ラ
サ
ル
コ
ト
明
白
ニ
シ
テ
金
銭
債
務
ノ
履
行
遅
滞
ニ
付
テ
ハ
債
務
者
ニ
故
意
又
ハ
過
失
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ

ニ
非
ス
故
ニ
右
特
則
ハ
金
銭
債
務
ノ
履
行
遅
滞
ニ
因
ル
損
害
賠
償
ニ
付
無
過
失
責
任
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
﹂
と
判
示
し

て
い
る）
₈₈
（

。
そ
の
後
は
不
可
抗
力
免
責
の
可
否
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
自
体
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が）
₈₉
（

、
最
判
平
成
一
一
年
六
月
一
五
日
金
法

一
五
六
六
号
五
六
頁
が
、
帰
属
に
争
い
が
あ
る
貯
金
債
権
に
つ
い
て
払
戻
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
金
融
機
関
は
真
の
債
権
者
か

ら
の
払
戻
請
求
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
遅
延
損
害
金
の
支
払
義
務
を
負
う
と
判
示
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
判
決
は
、

当
該
払
戻
請
求
が
な
さ
れ
た
当
時
、
既
に
貯
金
債
権
の
帰
属
確
認
な
い
し
貯
金
の
返
還
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
貯
金
債
権
の
帰
属
が
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争
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
金
融
機
関
﹁
と
し
て
は
、
過
失
な
く
い
ず
れ
の
者
が
真
の
債
権
者
で
あ
る
か
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
で
既
に
弁
済
供
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
﹂
の
に
﹁
そ
の
と
き
直
ち
に
弁
済
供
託

を
す
る
こ
と
な
く
、
⋮
⋮
︹
真
の
債
権
者
か
ら
の
︺
払
戻
請
求
を
拒
絶
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
⋮
⋮
、
右
払
戻
請
求
に
つ
い
て
履
行
遅
滞

の
責
め
を
免
れ
ず
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
真
の
債
権
者
か
ら
の
払
戻
請
求
を
受
け
て
か
ら
も
金
融
機
関
が
遅
延
損
害
金
の
支
払
義
務
を
負

わ
な
い
と
さ
れ
る
余
地
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る）
₉₀
（

。

　

ま
た
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
に
関
し
て
は
、
最
判
昭
和
三
二
年
九
月
三
日
民
集
一
一
巻
九
号
一
四
六
七
頁
が
、
賃
借

人
が
賃
料
増
額
請
求
後
の
賃
料
を
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
前
掲
大
判
昭
和

一
七
年
一
一
月
一
三
日
を
引
用
し
て
、﹁
金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
つ
い
て
は
債
務
者
に
故
意
ま
た
は
過
失
の
あ
っ
た
こ
と
を
要
す
る
も
の

で
な
い
か
ら
、
増
減
の
意
思
表
示
が
到
達
し
た
後
は
客
観
的
に
定
ま
っ
た
相
当
賃
料
の
全
額
に
つ
い
て
賃
料
支
払
期
限
到
来
の
と
き
か
ら
債

務
者
は
当
然
履
行
遅
滞
の
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
判
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
判
決
に
対
し
て
は
批
判
も
大
き
く
、
四
一

九
条
三
項
は
金
銭
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
お
り）
₉₁
（

、
下
級

審
判
決
に
は
解
除
原
因
と
し
て
の
履
行
遅
滞
に
つ
い
て
は
同
項
を
適
用
し
な
い
と
判
示
す
る
も
の
も
あ
る）
₉₂
（

。

⑷
　
小
括

　

以
上
の
よ
う
な
わ
が
国
の
議
論
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
、
金

銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
が
遅
延
利
息
に
制

限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
裏
の
準
則
で
あ
る
と
の
理
解
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
行
四
一
九

条
一
項
の
準
則
と
同
条
三
項
の
準
則
と
が
連
動
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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ま
た
、
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の

結
果
、
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
債
務
不
履
行
の
そ
の
他
の

効
果
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
肯
定
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
議
論
の
あ
る
経
済
的
不
可
抗
力
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま

ま
、
結
論
と
し
て
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

Ⅳ　

む
す
び
に
代
え
て

　

本
稿
は
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
の
抗
弁
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
と
の
比
較
を
通
じ
て
わ
が
国
の
議

論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
将
来
の
議
論
へ
の
出
発
点
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
不
十
分
で
は
あ
る
も
の
の
以
上

の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
で
、
む
す
び
に
代
え
た
い
。

　

わ
が
国
の
議
論
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
が
遅
延
利
息
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
表
裏
の
準
則
で
あ
る
と
の
理
解
や
、
債
務
者
が
金
銭
か
ら
利
益
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
不
可
抗
力
免
責
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
金
銭
債
務
の
不
履
行
に

よ
る
損
害
賠
償
を
遅
延
利
息
の
支
払
い
に
限
る
準
則
の
趣
旨
や
正
当
性
に
関
す
る
検
討
を
ふ
ま
え
ず
に
、
現
行
民
法
四
一
九
条
三
項
の
解
釈

論
を
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
検
討
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
遅
延
利
息
の
性
質
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
だ
ろ
う）
₉₃
（

。

　

ま
た
、
経
済
的
不
可
抗
力
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
結
論
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
争
い
が
な
い
と
し
て
も
、
法
制
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六
八
巻
七
号�

八
一
七

二
九
六
五

審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
、
債
務
者
が
自
身
の
失
業
、
家
族
の
入
院
、
取
引
先
の
倒
産
、
盗
難
、
火
事
等

に
よ
り
財
産
を
失
っ
た
こ
と
が
不
可
抗
力
に
該
当
す
る
と
考
え
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
鑑
み
れ
ば）
₉₄
（

、
経
済

的
不
可
抗
力
を
否
定
す
る
べ
き
理
論
的
・
実
質
的
理
由
に
つ
い
て
も
議
論
が
深
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　
︻3.1.1.72

︼
参
照
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
、
民
法
改
正
研
究
会
は
、
四
一
九
条
三
項
の
維
持
を
提
案
し
て
い
た
（
三
四
七
条
三
項
）。

（
2
）　

な
お
、
民
法
第
四
一
九
条
第
三
項
を
維
持
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
た
（
注
2
）。

（
3
）　

C
ass. com

., 16 sept. 2014, n
o 13-20306.

（
4
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、﹁
契
約
法
、
債
務
の
一
般
制
度
お
よ
び
証
拠
に
関
す
る
﹂
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
三
一
号
（O

rdonnance n
o 2016-131 du 

10 février portant réform
e du droit des contrats, du régim

e général et de la preuve des obligations

）
に
よ
っ
て
大
き
く
改
正
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
改

正
前
の
条
文
は
﹁
旧
○
○
条
﹂、
改
正
後
の
条
文
は
﹁
新
○
○
条
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
5
）　

原
始
規
定
は
、﹁
一
定
の
金
額
の
支
払
い
に
限
ら
れ
る
債
務
に
お
い
て
は
、
履
行
の
遅
滞
か
ら
生
じ
る
損
害
賠
償
は
、
法
律
に
よ
り
定
ま
る
利
息
の
支
払
い
の
み
に
存
す
る
。

但
し
、
商
事
お
よ
び
保
証
に
関
す
る
特
別
の
準
則
︹
の
適
用
︺
を
妨
げ
な
い
。﹂（
一
項
）、﹁
こ
の
損
害
賠
償
は
、
債
権
者
が
な
ん
ら
の
損
失
を
証
明
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
な

し
に
、
義
務
付
け
ら
れ
る
。﹂（
二
項
）、﹁
こ
の
損
害
賠
償
は
、
請
求
の
日
か
ら
し
か
、
義
務
付
け
ら
れ
な
い
。
但
し
、
法
律
が
そ
れ
を
当
然
に
進
行
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。﹂（
三
項
）
と
規
定
し
て
い
た
。
な
お
、
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
〇
年
四
月
七
日
の
法
定
利
率
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、﹁
遅
滞
に
あ
る
債
務
者
が
悪
意

に
よ
っ
て
そ
の
遅
滞
と
は
独
立
の
損
害
を
債
権
者
に
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
債
権
の
遅
延
利
息
（intérêt m

oratoire

）
と
は
別
個
の
損
害
賠
償
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。﹂
と
の
例
外
が
付
加
さ
れ
た
（
第
四
項
）。
そ
の
後
に
文
言
修
正
等
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
（
一
九
五
九
年
一
月
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
四
八
号
、
一
九
七
五
年

七
月
一
一
日
の
法
律
六
一
九
号
、
一
九
九
二
年
七
月
一
三
日
の
法
律
六
四
四
号
）、
規
定
の
本
質
的
な
内
容
に
変
更
は
な
い
。
な
お
、
条
文
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
法
務
大

臣
官
房
長
官
司
法
法
制
調
査
部
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
民
法
︱
物
権
・
債
権
関
係
︱
﹄（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
6
）　
﹁
金
銭
債
務
の
支
払
い
の
遅
滞
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
は
、
法
定
利
率
に
よ
る
利
息
に
存
し
、
付
遅
滞
か
ら
起
算
さ
れ
る
。﹂（
一
項
）、﹁
こ
の
損
害
賠
償
は
、
債
権
者
が

な
ん
ら
の
損
失
を
証
明
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
な
し
に
、
義
務
付
け
ら
れ
る
。﹂（
二
項
）、﹁
遅
滞
に
あ
る
債
務
者
が
悪
意
に
よ
っ
て
そ
の
遅
滞
と
は
独
立
の
損
害
を
債
権
者
に

生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
遅
延
賠
償
と
は
別
個
の
損
害
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂（
三
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
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（
7
）　
﹁
債
務
者
が
、
不
可
抗
力
（force m

ajeure

）
ま
た
は
偶
発
事
（cas fortuit

）
の
結
果
と
し
て
、
債
務
を
負
っ
た
も
の
を
与
え
若
し
く
は
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
ま
た
は

禁
じ
ら
れ
た
こ
と
を
行
っ
た
と
き
は
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
も
生
じ
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
た
。

（
8
）　
﹁
債
務
者
の
制
御
が
及
ば
ず
、
契
約
締
結
時
に
合
理
的
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
そ
の
効
果
を
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
象
が
、
債

務
者
に
よ
る
債
務
の
履
行
を
妨
げ
た
と
き
は
、
契
約
の
分
野
に
お
け
る
不
可
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
。﹂（
一
項
）、﹁
障
害
が
一
時
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
の
履
行
は
、
そ
の

障
害
か
ら
生
じ
る
遅
滞
が
契
約
の
解
除
を
正
当
化
す
る
の
で
な
い
限
り
、
停
止
さ
れ
る
。
そ
の
障
害
が
終
局
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
契
約
は
当
然
に
解
除
さ
れ
、
当
事
者
は
一

三
五
一
条
お
よ
び
一
三
五
一－

一
条
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
そ
の
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。﹂（
二
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。

（
9
）　
﹁
給
付
を
履
行
す
る
こ
と
の
不
能
は
、
そ
れ
が
不
可
抗
力
事
由
に
由
来
し
、
か
つ
終
局
的
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
債
務
者
を
解
放
す
る
。
た
だ
し
、
債
務

者
が
こ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
た
場
合
、
ま
た
は
債
務
者
が
す
で
に
遅
滞
に
付
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

（
10
）　

そ
の
ほ
か
、
旧
一
一
四
七
条
は
、﹁
債
務
者
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
側
に
な
ん
ら
悪
意
が
存
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
履
行
が
そ
の
者
の
責
め
に
帰

す
こ
と
が
で
き
な
い
外
在
的
事
由
（cause étrangère

）
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
と
き
は
す
べ
て
、
あ
る
い
は
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
い
は
履
行
の

遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
。﹂
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
条
を
一
部
修
正
し
た
新
一
二
三
一－

一
条
は
﹁
債
務
者
は
、
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
履
行
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
あ
る
い
は
履
行
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
損
害

賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
。﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
不
履
行
債
務
が
金
銭
債
務
で
あ
る
か
否
か
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

（
11
）　C

. -B
. -M

. T
O

U
L

L
IE

R
, L

e d
roit civil fra

n
ça

is, su
iva

n
t l’ord

re d
u

 cod
e, 4

e éd., t. 6, 1824, n
os 227 et s. ; C

. A
U

B
R

Y et C
. R

A
U

, C
ou

rs d
e d

roit 

civil fra
n

ça
is, tra

d
u

it d
e l’a

llem
a

n
d

 d
e C

.S
. Z

A
C

H
A

R
IÆ

, t. 2, 1839, pp.322 et s.; A
. D

U
R

A
N

T
O

N
, C

ou
rs d

e d
roit fra

n
ça

is su
iva

n
t le C

od
e 

civil, 4
e éd

., t. 10, n
os 467 et s. ; A

. M
. D

E
M

A
N

T
E

, con
tin

u
é d

ep
u

is l’ article 908 p
ar E

. C
O

L
M

E
T

 D
E

 S
A

N
T

E
R

R
E

, C
ou

rs a
n

a
ly

tiqu
e d

e C
od

e 

N
a

p
oléon, t. 5, 1865, n

os 64 et s. ; F. L
A

U
R

E
N

T, P
rin

cip
es d

e d
roit civil, t. 16, 1875, n

os 257 et s. ; G
. B

A
U

D
R

Y-L
A

C
A

N
T

IN
E

R
IE

, P
récis d

e d
roit 

civil, t. 2, 1883, n
o 853 ; L

. L
A

R
O

M
B

IE
R

E
, T

h
éorie et p

ra
tiqu

e d
es obliga

tion
s, n

ou
velle éd

., t. 2, 1885, p
p

. 8 et s. ; T. H
U

C
, C

om
m

en
ta

ire 

th
éoriqu

e et p
ra

tiqu
e d

u
 C

od
e C

ivil, t. 7, 1894, n
os 143 et s.

（
12
）　

も
っ
と
も
、
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
の
基
本
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
に
よ
れ
ば
、
不
能
が
﹁
個
人
的
で
相
対
的
な
﹂
場
合
、

す
な
わ
ち
、﹁
債
務
の
履
行
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
可
能
で
は
な
く
、
他
の
者
に
と
っ
て
は
履
行
可
能
な
場
合
﹂
に
は
、
当
該
不
能
は
、
債
務
者
に
帰
責
さ
れ
得
な
い
外
在

的
事
由
に
よ
る
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
相
対
的
不
能
が
契
約
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
後
に
生
じ
た
場
合
に
も
、
債
務
者
は
免
責

さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
契
約
締
結
時
に
は
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
財
産
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
倒
産
に
よ
り
こ
れ
を
失
く
し
た
た
め
に
債
務
を
履
行
で
き
な
く
な
っ
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志
社
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学　

六
八
巻
七
号�

八
一
九

二
九
六
七

た
債
務
者
は
、
不
履
行
が
外
在
的
事
由
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
で
き
な
い
か
ら
、
な
お
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
、
と
。
も
っ
と
も
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、
不
履
行
債
務
が
金
銭

債
務
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（C

. D
E

M
O

L
O

M
B

E
, Tra

ité d
es con

tra
ts ou

 d
es obliga

tion
s con

ven
tion

n
elles en

 

gén
éra

l, t. 1, 1868, n
os 546 et s., spéc. n

os 549 et 550.

）。

　
　
　

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
ジ
ャ
ン
・
ラ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
一
九
二
〇
年
に
公
刊
し
た
﹁
偶
発
事
お
よ
び
不
可
抗
力
﹂
と
題
す
る
テ
ー
ズ
の
な
か
で
、
金
銭
に
完
全
な
代
替
性
が

あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
金
銭
債
務
の
債
務
者
は
履
行
不
能
を
一
切
援
用
し
得
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ラ
ド
ゥ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
倒
産
が
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ

た
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
債
務
者
に
と
っ
て
不
可
抗
力
を
構
成
し
得
な
い
こ
と
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
（J. R

A
D

O
U

A
N

T, D
u

 ca
s fortu

it et d
e la

 force 

m
a

jeu
re, thèse P

aris, 1920, pp. 37 et s., spéc., pp. 44 et 45

）。

（
13
）　A

. C
O

L
IN

 et H
. C

A
P

IT
A

N
T, C

ou
rs élém

en
ta

ire d
e d

roit civil fra
n

ça
is, t. 2, 1915, p. 26.

（
14
）　

不
可
抗
力
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
予
見
不
能
性
要
件
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
﹂
同
志
社
法
学
五
九
巻
三
号
一
六
一
七
頁
（
二
〇
〇

七
年
）
を
参
照
。

（
15
）　

C
ass. 3

e civ., 19 avril 1972, n
o 71-10505.

（
16
）　C

A
 O

rléan, 25 oct. 1973, D
. 1974. 66, note H

. SO
U

L
E

A
U

.

（
17
）　C

ass. 3
e civ., 10 avr. 1975, n

o 74-10379.

（
18
）　C

ass. 1
re civ., 10 févr. 1998, n

o 96-13316.

　
　
　

な
お
、
同
判
決
で
は
、
Ｘ
Ｙ
間
の
契
約
に
お
け
る
﹁
契
約
は
、
署
名
に
よ
り
終
局
的
な
も
の
と
な
り
、
受
講
料
は
全
額
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
由
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
そ
の
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
﹂
と
の
条
項
の
不
当
条
項
該
当
性
も
問
題
と
な
っ
た
。
破
毀
院
は
、
こ
れ
を
不
当
条
項
に
該
当
す
る
と
し
た
原
審
の
判
断
を
支
持
し
、

こ
の
点
に
関
す
る
Ｘ
の
破
毀
申
立
も
棄
却
し
て
い
る
。

（
19
）　C

ass. 3
e civ., 17 févr. 2010, n

o 08-20943.

（
20
）　
﹁
賃
貸
借
に
挿
入
さ
れ
た
当
然
の
解
約
を
定
め
る
条
項
は
す
べ
て
、不
奏
功
の
ま
ま
と
な
っ
た
弁
済
催
告
（com

m
andem

ent

）
か
ら
一
か
月
後
に
し
か
、効
果
を
生
じ
な
い
。

弁
済
催
告
に
は
こ
の
期
間
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
記
載
が
な
い
場
合
に
は
無
効
と
な
る
﹂（
一
項
）、﹁
民
法
典
一
三
四
三－

五
条
に
定
め
る
形
式
お
よ
び
条
件
で
な

さ
れ
た
請
求
を
受
け
た
裁
判
官
は
、
既
判
力
あ
る
司
法
判
断
に
よ
っ
て
解
約
が
確
認
さ
れ
ま
た
は
宣
言
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
期
間
を
付
与
し
て
、
解
約
お
よ
び
解
約
条

項
の
効
果
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
除
条
項
は
、
裁
判
官
の
定
め
る
条
件
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
と
き
に
は
、
作
用
し
な
い
﹂（
二
項
）。

（
21
）　

同
旨
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、C

. JA
M

IN
, note sous C

ass. 1
re civ., 10 févr. 1998, JC

P
 éd

. G
. 1998. I. 155

が
あ
る
。
な
お
、P. JO

U
R

D
A

IN
, obs. sur C

ass. 
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八
二
〇

金
銭
債
務
の
不
履
行
と
不
可
抗
力
の
抗
弁

二
九
六
八

1
re civ., 10 févr. 1998,  R

T
D

 civ. 1998. 691

も
参
照
。

　
　
　

ま
た
、
一
九
九
八
年
判
決
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ズ
の
概
念
に
よ
っ
て
こ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
る
論
者
も
存
在
す
る
（D

. M
A

Z
E

A
D

, note sous C
ass. 1

re civ., 10 

févr. 1998, D
. 1998. 541

）。

（
22
）　

二
〇
一
六
年
改
正
後
は
、
新
一
二
一
八
条
二
項
に
よ
り
、
不
可
抗
力
に
よ
る
履
行
不
能
が
終
局
的
な
場
合
に
は
、
契
約
は
当
然
に
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
（
前
掲
注
（
8
）
参
照
）。

（
23
）　

V
oy. P. -H

. A
N

T
O

N
M

A
T

T
E

I, C
on

tribu
tion

 à
 l’étu

d
e d

e la
 force m

a
jeu

re, L
G

D
J, 1992, n

o 223.

（
24
）　C

. G
R

IM
A

L
D

I, L
a force m

ajeure invoquée par le créancier dans l’im
possibilité d’exercer son droit, D

. 2009. 1298.

（
25
）　Ibid

., n
o 7.

（
26
）　Ibid

., n
o 8.

（
27
）　

な
お
、
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
は
、
裁
判
官
が
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
、
当
事
者
の
ど
ち
ら
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
分
担
す
べ
き
か
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の

考
え
方
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
契
約
は
消
滅
す
る
が
既
履
行
給
付
の
返
還
は
一
部
し
か
認
め
な
い
と
い
っ
た
中
間
的
な
解

決
も
可
能
と
な
る
の
で
、
伝
統
的
な
意
味
で
も
、
常
に
債
務
者
の
み
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（ibid

., n
os 15 et 16

）。

（
28
）　Ibid

., n
o 9.

（
29
）　G

. SO
U

SI, L
a spécificité juridique de l’ obligation de som

m
e d’ argent, R

T
D

 civ. 1982. 514, n
o 51. V

oy. aussi, B
. ST

A
R

C
K

, H
. R

O
L

A
N

D
 et L

. B
O

YE
R

, 

C
on

tra
t, 6

e éd., L
itec, 1998, n

o 1189 ; G
. V

IN
E

Y et P. JO
U

R
D

A
IN

, Tra
ité d

e d
roit civil L

es con
d

ition
s d

e la
 resp

on
sa

bilité, 4
e éd., L

G
D

J, 2013, n
o 

399 ; C
. L

A
R

R
O

U
M

E
T

 et S. B
R

O
S, L

es obliga
tion

s, L
e con

tra
t, 7

e éd., E
conom

ica, 2014, n
os 54, 614 et 724.

（
30
）　H

. R
O

L
A

N
D

 et L
. B

O
YE

R
, A

d
a

ge d
u

 d
roit fra

n
ça

is, 4
e éd., L

itec. 1999, n
o 151.

（
31
）　J. C

A
R

B
O

N
N

IE
R

, D
roit civil, L

es bien
s, L

es obliga
tion

s, Q
uadriage / P

U
F, 2004, n

o 1078.

（
32
）　O

. D
E

SH
A

YE
S, note sous C

ass. com
., 16 sept. 2014, R

D
C

. 2015. 27.

（
33
）　V. M

A
Z

E
A

U
D

, note sous C
ass. com

., 16 sept. 2014, JC
P

 éd
. G

. 2014. 1976.

（
34
）　J. F

R
A

N
Ç

O
IS, note sous C

ass. com
., 16 sept. 2014, D

. 2014. 2217, n
o 7.

（
35
）　

同
旨
の
指
摘
と
し
て
、H

. B
A

R
B

IE
R

, note sous C
ass. com

., 16 sept. 2014, R
T

D
 civ. 2014. 890.

（
36
）　C

ass. 1
re civ., 23 avril 1969, n

o 65-13658. 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
同
日
付
の
別
の
判
決
（cass. 1

re civ., 23 avril 1969, n
o 66- 11263

）
も
引
用
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
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八
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二
九
六
九

前
者
の
み
を
紹
介
す
る
。

（
37
）　J. F

R
A

N
Ç

O
IS, su

p
ra

 note （34

）.
　
　
　

同
旨
の
説
明
を
す
る
も
の
と
し
て
、J. F

L
O

U
R

, J.-L
. A

U
B

E
R

T
 et E

. SA
VA

U
X

, L
es obliga

tion
s, 3. L

e ra
p

p
ort d

’obliga
tion

, 9
e éd., Sirey, 2015, n

o 217
も
参
照
。

（
38
）　

新
二
二
八
四
条
。﹁
本
人
と
し
て
債
務
を
負
っ
た
者
は
い
か
な
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
す
べ
て
の
動
産
お
よ
び
不
動
産
に
よ
っ
て
、
そ
の
約
務
を
履

行
す
る
義
務
を
負
う
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

（
39
）　
﹁
何
人
も
、
公
益
（utilité publique

）
を
原
因
と
し
、
正
当
か
つ
事
前
の
補
償
を
受
け
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
所
有
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。﹂

（
40
）　C

ass. 1
re civ., 23 avril 1969, n

o 66-12712 ; n
o 66-10107.

（
41
）　J. F

R
A

N
Ç

O
IS, su

p
ra

 note （34

）, n
o 4. 

（
42
）　Ibid

., n
o 7.

（
43
）　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
四
年
判
決
の
一
般
的
な
定
式
は
行
き
過
ぎ
だ
と
し
て
い
る
（ibid

., n
os 8 et s.

）。

（
44
）　

そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
遅
延
利
息
は
付
遅
滞
の
時
か
ら
し
か
起
算
さ
れ
な
い
こ
と
や
（
新
一
二
三
一－

六
条
一
項
）、
恩
恵
的
猶
予
（délai de grâce

）
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
（
新
一
三
四
三－

五
条
）
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
恩
恵
的
猶
予
に
つ
い
て
は
、
猶
予
期
間
中
も
付
遅
滞
の
効
果
は
維
持
さ
れ
る

か
ら
、
通
常
は
、
遅
延
利
息
は
発
生
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
（J. ISSA

-SA
YE

G
H

, J.-C
l. civil cod

e, A
rt.1235 à 1248, fasc. 40, n

o 117

）。
た
だ
し
、
消
費
者
信
用
売

買
に
つ
い
て
は
、
猶
予
期
間
中
に
遅
延
利
息
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
あ
る
（
消
費
法
典
Ｌ
．
三
一
三－

一
二
条
一
項
）。

　
　
　

な
お
、
恩
恵
的
猶
予
に
つ
い
て
は
、
町
村
泰
貴
﹁
恩
恵
的
債
務
猶
予
の
現
代
的
意
義
：
一
九
九
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
四
四
条
改
正
に
つ
い
て
﹂
商
学
討
究
四
六
巻
四

号
一
二
九
頁
（
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
45
）　P. M

A
L

A
U

R
IE

, note sous C
ass. 1

re civ., 20 févr. 1973, D
. 1974. 37, spéc. pp. 39-40.

　
　
　

こ
の
表
現
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
ロ
リ
ー
の
独
自
の
比
喩
的
表
現
で
あ
り
、
そ
の
寓
意
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、（
ネ
ズ
ミ
が
家
の
柱
を
か
じ
る
よ
う
に
）
社
会
主
義

思
想
が
民
法
典
の
基
本
的
な
支
柱
を
知
ら
ぬ
間
に
蝕
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
46
）　

G
. D

U
R

R
Y, obs. sur C

ass. 3
e civ., 19 avril 1972, R

T
D

 civ. 1973. 581.

（
47
）　G

. D
U

R
R

Y, obs. sur C
ass. 3

e civ., 10 avril 1975, R
T

D
 civ. 1975.151.

（
48
）　

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、H

. SO
U

L
E

A
U

, note sous C
ass. 3

e civ., 19 avril 1972, D
. 1973. 205 ; note sous C

A
 O

rléan, 25 oct. 1973, D
. 1974. 
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銭
債
務
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行
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不
可
抗
力
の
抗
弁

二
九
七
〇

66

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
不
可
抗
力
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
は
実
際
上
ほ
ぼ
不
可
能
だ
と
す
る
。

（
49
）　

同
旨
の
主
張
と
し
て
、P. M

A
L

A
U

R
IE

, L
. A

YN
E

S et P. ST
O

F
F

E
L

-M
U

N
C

K
,  D

roit d
es obliga

tion
s, 7

e éd., L
G

D
J, 2015, n

o 954

が
あ
る
。

（
50
）　V. M

A
Z

E
A

U
D

, su
p

ra
 note （33

）, p. 1975.

（
51
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
八
：
一
〇
八
条
お
よ
び
共
通
参
照
枠
草
案
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）Ⅲ

.3.104

条
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の

邦
語
訳
と
し
て
は
、
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
＝
ヒ
ュ
ー
・
ビ
ー
ル
編
︹
潮
見
佳
男
ほ
か
監
訳
︺﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
が
、
Ｄ
Ｃ

Ｆ
Ｒ
概
要
版
の
邦
語
訳
と
し
て
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
ほ
か
編
︹
窪
田
充
見
ほ
か
監
訳
︺﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
原
則
・
定
義
・
モ
デ
ル
準
則
︱
︱
共
通

参
照
枠
草
案
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
52
）　

新
一
二
三
一－

六
条
。
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
6
）
を
参
照
。

（
53
）　S. B

E
R

T
O

L
A

SO
, J.-C

l. civil cod
e, A

rt. 1146 à 1155, fasc. 20, n
o 8. 

（
54
）　

原
因
な
き
利
得
の
返
還
は
、
一
般
に
、﹁de in rem

 verso

訴
権
﹂
と
も
呼
ば
れ
、
二
〇
一
六
年
改
正
前
の
民
法
典
に
は
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
判
例
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
き
た
（
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
﹃
原
因
な
き
利
得
（enrichissem

ent sans cause

）﹄
の
概
要
﹂
民
商
法
雑

誌
一
四
五
巻
四
・
五
号
四
一
八
頁
（
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。）。

　
　
　

改
正
後
の
民
法
典
に
は
、﹁
そ
の
他
の
債
務
発
生
原
因
﹂
と
題
す
る
小
章
（sous-titre

）
の
中
に
、﹁
正
当
化
さ
れ
な
い
利
得
（enrichissem

ent injustifié

）﹂
と
題
す
る

節
（chapitre

）
が
新
設
さ
れ
て
い
る
（
新
一
三
〇
三
条
か
ら
新
一
三
〇
三－

四
条
ま
で
）。

（
55
）　R

. L
IB

C
H

A
B

E
R

, R
ech

erch
es su

r la
 m

on
n

a
ie en

 d
roit p

rivé, L
G

D
J, 1992, n

os 480 et 481.

（
56
）　

翻
訳
は
、プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
財
産
編
の
翻
訳
で
あ
る
﹃
再
閲
民
法
草
案
﹄
に
よ
っ
た
。
な
お
、プ
ロ
ジ
ェ
初
版
、第
二
版
、新
版
の
間
で
内
容
に
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
57
）　

プ
ロ
ジ
ェ
に
示
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
旧
民
法
財
産
編
三
九
二
条
の
立
法
理
由
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
（C

od
e civil d

e l’em
p

ire d
u

 Ja
p

on
, a

ccom
p

a
gn

é d
’u

n
 

ex
p

osé d
es m

otifs, t. 2, 1891, pp. 542-543

）。

（
58
）　M

. G
. B

O
ISSO

N
A

D
E

, P
rojet d

e C
od

e civil p
ou

r l’em
p

ire d
u

 Ja
p

on
 a

ccom
p

a
gn

é d
’u

n
 com

m
en

ta
ire, 2

e éd., t. 2, 1893, n
o 328.

（
59
）　

財
産
編
三
九
一
条
一
項
が
﹁
遅
延
ノ
損
害
賠
償
﹂
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

（
60
）　

金
銭
債
務
は
﹁
定
量
物
﹂
を
目
的
と
す
る
債
務
で
あ
る
か
ら
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
た
と
え
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
交
通
が
遮
断
し
た

た
め
に
債
務
者
が
履
行
遅
滞
に
陥
っ
た
と
し
て
も
債
務
者
は
そ
の
遅
延
の
期
間
そ
の
弁
済
す
べ
き
金
銭
を
利
用
し
て
利
益
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
遅
延
利
息
を
負
担
す
べ
き
だ

と
の
主
張
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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（
61
）　

井
上
正
一
﹃
民
法
正
義
財
産
編
第
二
部
巻
之
一
﹄
五
六
五
、
五
六
六
頁
（
新
法
註
釈
会
）。

（
62
）　

本
野
一
郎
ほ
か
︹
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
訓
定
・
富
井
政
章
校
閲
︺﹃
日
本
民
法
義
解
合
巻
ノ
一
﹄
八
三
六
、
八
三
七
頁
（
一
八
九
〇
年
）。

（
63
）　

本
野
ほ
か
・
前
掲
注
（
62
）
八
三
七
～
八
三
九
頁
。

（
64
）　

磯
部
四
郎
﹃
大
日
本
新
典
民
法
釈
義
﹄
一
六
九
四
頁
（
長
嶋
書
房
、
一
八
九
一
年
）。

（
65
）　

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
一
八
巻
一
〇
〇
丁
表
以
下
。

（
66
）　

梅
謙
次
郎
﹃
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
﹄
六
四
頁
（
明
法
堂
、
一
八
九
七
年
）。

（
67
）　

岡
松
参
太
郎
﹃
再
版
註
釈
民
法
理
由
下
巻
﹄
九
八
頁
（
有
斐
閣
書
房
、
一
八
九
七
年
）。
な
お
、
同
﹃
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
﹄
四
〇
二
頁
（
京
都
法
学
会
、
再
版
、
一

九
二
二
年
）
も
同
旨
。

（
68
）　

松
波
仁
一
郎
ほ
か
﹃
帝
国
民
法
正
解
債
権
﹄
一
六
四
頁
（
日
本
法
律
学
校
、
一
八
九
七
年
）。

（
69
）　

不
可
抗
力
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
加
え
な
い
も
の
も
散
見
さ
れ
る
（
富
井
政
章
﹃
民
法
原
論
第
三
巻
債
権
総
論
上
﹄
二
六
二
頁
（
有
斐
閣
、
一

九
二
九
年
）、
岡
村
玄
治
﹃
債
権
法
総
論
﹄
五
五
頁
（
厳
松
堂
、
一
九
二
四
年
）、
鳩
山
秀
夫
﹃
日
本
債
権
法
総
論
﹄
八
四
、
八
五
頁
（
岩
波
書
店
、
四
十
五
版
、
一
九
二
二
年
））。

（
70
）　

本
文
中
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
も
、
磯
谷
幸
次
郎
博
士
は
、
金
銭
は
当
然
に
法
定
利
率
ま
た
は
約
定
利
率
に
相
当
す
る
利
益
を
生
じ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
﹁
期
限

ニ
弁
済
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ハ
之
ニ
相
当
ス
ル
利
益
ヲ
不
当
ニ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
ヘ
キ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、﹁
金
銭
債
務
ノ
不
履
行
ニ
付
テ
ハ
現
実
債
権
者
ノ

被
リ
タ
ル
損
害
ノ
多
少
ヲ
問
ハ
ス
其
賠
償
請
求
権
ノ
範
囲
ヲ
法
定
利
率
又
ハ
約
定
利
率
ニ
制
限
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
他
ノ
一
面
ニ
於
テ
ハ
債
務
者
ヲ
シ
テ
其
過
失
ノ
有
無
ヲ
問
ハ

ス
之
カ
遅
延
利
息
ヲ
支
払
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
為
シ
、以
テ
相
互
ノ
権
衡
ヲ
得
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
﹂
だ
と
し
て
い
る
（
磯
谷
幸
次
郎
﹃
債
権
総
論
大
要
﹄
一
五
四
、一
五
五
頁
（
清

水
書
店
、
一
九
二
八
年
））。

（
71
）　

ま
た
、
横
田
博
士
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
常
に
遅
延
利
息
の
支
払
義
務
を
負
う
と
し
て
も
債
務
者
が
非
常
に
不
利
な
地
位
に
陥
る
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
方
で
、

債
務
者
が
現
に
債
務
の
履
行
に
必
要
な
金
額
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
は
債
権
者
に
支
払
う
ま
で
の
間
に
こ
れ
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
他
方
で
、
債
務

者
が
他
か
ら
借
入
れ
を
し
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
そ
の
借
入
金
に
対
し
て
利
息
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
横
田
秀
雄
﹃
債
権
総
論
﹄
三
五
六
、

三
五
七
頁
（
清
水
書
店
、
一
九
〇
八
年
））。

（
72
）　

中
島
玉
吉
﹃
民
法
釈
義
巻
之
三
債
権
総
論
上
﹄
五
七
八
頁
（
金
刺
芳
流
堂
、
三
版
、
一
九
二
二
年
）。

（
73
）　

石
坂
音
四
郎
﹃
債
権
総
論
上
巻
﹄
五
〇
八
、
五
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、
十
二
版
、
一
九
二
四
年
）。
な
お
、
同
﹃
民
法
研
究
第
二
巻
﹄
五
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
一
三
年
）
も

同
旨
。
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（
74
）　

勝
本
正
晃
﹃
債
権
総
論
上
巻
﹄
二
二
三
頁
（
厳
松
堂
、
訂
正
三
版
、
一
九
三
四
年
）。

（
75
）　

石
田
文
次
郎
﹃
債
権
総
論
講
義
﹄
一
〇
〇
、
一
〇
一
頁
（
弘
文
堂
、
十
一
版
、
一
九
四
一
年
）。

（
76
）　

こ
れ
に
対
し
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
債
権
を
遅
延
利
息
の
制
限
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
一
定
の
議
論
が
あ
る
（
能
見
善
久
﹁
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
﹂
加
藤

一
郎
編
﹃
民
法
学
の
歴
史
と
課
題
﹄
一
九
一
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）、
窪
田
充
見
﹁
金
銭
債
務
の
不
履
行
と
損
害
賠
償
︱
問
題
分
析
の
視
角
︱
﹂
奥
田
昌
道

先
生
還
暦
記
念
﹃
民
事
法
理
論
の
諸
問
題
下
巻
﹄
三
二
七
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
等
）。

（
77
）　

金
銭
債
務
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
不
可
抗
力
免
責
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
段
の
正
当
化
根
拠
を
示
さ
な
い
も
の
も
多
い
（
於
保
不
二
雄
﹃
債

権
総
論
︹
新
版
︺﹄
一
五
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）、
我
妻
栄
﹃
新
訂
債
権
総
論
﹄
一
三
六
、
一
三
七
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）、
星
野
英
一
﹃
民
法
概
論
Ⅲ
（
債

権
総
論
）︹
補
訂
版
︺﹄
六
〇
頁
（
良
書
普
及
会
、
一
九
九
二
年
）、
奥
田
昌
道
﹃
債
権
総
論
︹
増
補
版
︺﹄
四
八
頁
（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）、
中
田
裕
康
﹃
債
権
総
論
︹
第

三
版
︺﹄
一
八
六
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
））。

（
78
）　

平
井
宜
雄
﹃
債
権
総
論
︹
第
二
版
︺﹄
一
一
〇
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）、
内
田
貴
﹃
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
︹
第
三
版
︺﹄
一
五
五
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
八
年
）、
潮
見
佳
男
﹃
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
債
権
総
論
︹
第
四
版
︺﹄
一
六
二
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
79
）　

前
田
達
明
﹃
口
述
債
権
総
論
︹
第
三
版
︺﹄
二
一
四
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）。

（
80
）　

内
田
・
前
掲
注
（
78
）
一
七
〇
頁
。

（
81
）　

平
井
・
前
掲
注
（
78
）
一
〇
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
79
）
二
一
四
頁
、
中
田
・
前
掲
注
（
79
）
一
八
六
頁
。
な
お
、
古
く
は
、
岡
村
・
前
掲
注
（
69
）
五
六
頁
も
こ
の
こ
と

を
指
摘
し
て
い
た
。

（
82
）　

こ
の
ほ
か
、金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
そ
の
他
の
債
務
の
不
履
行
の
場
合
よ
り
も
免
責
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
狭
く
解
す
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
お
り
（
第

三
回
会
議
議
事
録
五
〇
、
五
一
頁
︹
三
上
発
言
︺）、
こ
れ
を
受
け
て
、
金
銭
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
、
一
切
の
免
責
を
認
め
な
い
（
四
一
九
条
三
項
を
維
持
す
る
）
も
の

と
す
る
案
（
甲
案
）
お
よ
び
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
る
免
責
を
認
め
る
（
四
一
九
条
三
項
を
削
除
す
る
）
も
の
と
す
る
案
（
丙
案
）
の
ほ
か
に
、﹁
債
務
不
履
行
の
一

般
原
則
よ
り
限
定
さ
れ
た
事
由
（
例
え
ば
、
不
可
抗
力
）
の
み
を
免
責
事
由
と
す
る
も
の
と
す
る
﹂
案
（
乙
案
）
も
出
さ
れ
て
い
た
（
部
会
資
料
三
四
）。

（
83
）　

第
三
八
回
会
議
議
事
録
三
九
頁
︹
能
見
発
言
︺。

（
84
）　

第
三
八
回
会
議
議
事
録
四
〇
頁
︹
野
村
発
言
︺、
同
頁
︹
能
見
発
言
︺。

（
85
）　

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
三
分
科
会
第
三
回
会
議
議
事
録
七
、
八
頁
︹
鎌
田
発
言
︺。
ま
た
、
従
来
か
ら
遅
延
利
息
の
賠
償
は
不
当
利
得
に
近
い
こ
と
を
指

摘
す
る
も
の
と
し
て
、
能
見
善
久
﹁
金
銭
の
法
律
上
の
地
位
﹂
星
野
英
一
編
集
代
表
﹃
民
法
講
座
別
巻
一
﹄
一
三
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）。
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（
86
）　

第
三
八
回
会
議
議
事
録
四
〇
、
四
一
頁
︹
道
垣
内
発
言
︺。

（
87
）　

第
三
八
回
会
議
議
事
録
四
〇
頁
︹
能
見
発
言
︺
参
照
。

（
88
）　

同
判
決
に
対
し
て
は
異
論
は
少
な
い
（
末
川
博
﹁
判
批
﹂
民
商
法
雑
誌
一
七
巻
四
号
三
六
七
頁
（
一
九
四
三
年
）、
林
千
衛
﹁
判
批
﹂
法
学
協
会
雑
誌
六
一
巻
四
号
五
八
六

頁
（
一
九
四
三
年
）
参
照
）。

（
89
）　

近
時
の
裁
判
例
で
は
、
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日W

estlaw
Japan

文
献
番
号2008W

L
JP

C
A10318003

が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
貸
金
債
務
の

不
履
行
に
つ
い
て
債
務
者
に
帰
責
性
が
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、﹁
金
銭
債
権
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
の
抗
弁
は
あ
り
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
（
民
法
四

一
九
条
三
項
）、
失
当
と
い
う
ほ
か
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。

（
90
）　

同
旨
の
指
摘
と
し
て
景
浦
直
人
﹁
判
批
﹂
判
タ
一
〇
三
六
号
六
九
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
り
、
大
阪
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
金
判
一
〇
四
九
号
一
九
頁
と
の
類
似

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）　

稲
本
洋
之
助
﹁
判
批
﹂
法
協
七
六
巻
三
号
三
九
二
頁
（
一
九
六
〇
年
）、
長
尾
治
助
﹃
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
﹄
一
九
九
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）、
奥
田
昌
道

編
﹃
新
版
注
釈
民
法
（
一
〇
）
Ⅱ
債
権
（
一
）
債
権
の
目
的
・
効
力
（
二
）﹄
五
六
三
頁
︹
能
見
善
久
︺（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）。

（
92
）　

名
古
屋
高
判
昭
和
三
九
年
五
月
二
九
日
下
民
一
五
巻
五
号
一
二
六
〇
頁
。
ま
た
、
東
京
地
判
平
成
二
二
年
九
月
一
〇
日W

estlaw
Japan
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2010W
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も
、結
論
と
し
て
は
解
除
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、﹁
本
件
売
買
契
約
締
結
後
⋮
⋮
の
経
済
状
況
の
悪
化
が
極
め
て
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

金
銭
債
務
の
履
行
は
直
接
的
に
は
債
務
者
の
支
払
意
思
及
び
能
力
に
係
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
本
件
売
買
契
約
の
代
金
支
払
債
務
に
つ
い
て
、
上
記
事
実
を
不
可
抗
力

と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
し
て
お
り
、
仮
に
不
可
抗
力
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
解
除
を
不
許
と
す
る
余
地
を
認
め
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
93
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
テ
ー
ズ
が
現
れ
て
い
る
が
（F. G

R
E

A
U

, R
ech

erch
e su

r les in
térêts m

ora
toires, D

efrénois, 

2006

）、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
の
検
討
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
94
）　

第
三
八
回
会
議
議
事
録
三
九
頁
︹
村
上
発
言
︺。

※ 　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ａ
）、
課
題
番
号15H01924

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




